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宮
座
研
究
の
歴
史
と
現
在

上
野
和
男

﹇
論
文
要
旨
﹈

❶
問
題

❷
宮
座
の
概
念

❸
宮
座
組
織
の
諸
事
例

❹「
当
屋
制
」の
類
型
と
地
域
性

❺
結
語

本
稿
は
、
主
と
し
て
西
日
本
地
域
に
神
社
祭
祀
組
織
と
し
て
広
く
分
布
す
る
宮
座
に
つ
い
て
、
と

く
に
中
国
地
方
と
北
部
九
州
の
宮
座
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
近
畿
地
方
の
宮
座
と
比
較
分
析
し
て
、

宮
座
の
構
造
と
そ
の
地
域
的
変
差
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
宮
座
の
現
代
的
変
化
に
つ
い
て
も

考
察
し
よ
う
と
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

本
稿
で
第
一
に
論
じ
た
の
は
、
宮
座
の
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
内
面
か
ら
、
す
な

わ
ち
宮
座
の
内
部
的
な
構
造
に
立
ち
入
っ
て
宮
座
を
概
念
規
定
し
た
。
宮
座
は
「
一
定
の
地
域
社
会

に
お
い
て
当
屋
制
を
原
理
と
す
る
神
社
祭
祀
組
織
」
で
あ
る
。
宮
座
の
内
部
構
造
に
注
目
す
れ
ば
、

宮
座
は
株
座
の
形
態
を
と
る
に
せ
よ
、
ま
た
村
座
の
形
態
を
と
る
に
せ
よ
、
対
内
的
な
家
相
互
の
平

等
性
・
対
等
性
と
、
対
外
的
な
封
鎖
性
排
他
性
（
と
き
に
は
秘
儀
性
）
を
特
徴
と
す
る
祭
祀
組
織
で

あ
る
と
規
定
で
き
よ
う
。

第
二
は
、宮
座
の
地
域
的
多
様
性
の
問
題
で
あ
る
。
宮
座
の
地
域
的
類
型
と
し
て
、本
稿
で
は
「
家

当
屋
制
」
と
「
組
当
屋
制
」
を
提
示
し
た
。
家
当
屋
制
と
は
、
宮
座
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
家
々
の
当

屋
順
序
を
直
接
指
定
す
る
よ
う
な
原
理
に
も
と
づ
く
当
屋
制
で
あ
り
、
近
畿
地
方
の
当
屋
制
は
こ
れ

に
あ
た
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
組
当
屋
制
と
は
当
屋
順
序
が
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
座
メ
ン
バ
ー
の
順
序
と

し
て
直
接
指
定
し
な
い
で
、
地
域
、
組
な
ど
の
順
序
に
従
っ
て
当
屋
の
順
序
が
間
接
的
に
規
定
し
て

い
る
当
屋
制
で
あ
り
、
兵
庫
県
播
磨
地
方
以
西
の
中
国
地
方
の
宮
座
、
北
部
九
州
国
東
半
島
の
宮
座

が
こ
れ
に
あ
た
る
。

第
三
に
、
宮
座
の
現
代
的
変
化
の
問
題
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。
中
国
地
方
や
国
東
半
島
の
宮
座
を

通
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
と
く
に
人
権
思
想
平
等
思
想
の
普
及
に

よ
る
株
座
か
ら
村
座
へ
の
変
化
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
祭
礼
費
用
負
担
方
法
の
変
化
で
あ
る
。
特
定
の

当
屋
が
負
担
す
る
「
当
屋
負
担
型
」
か
ら
、
全
戸
で
平
等
に
負
担
す
る
「
宮
座
負
担
型
」
へ
の
変
化

で
あ
る
。
現
代
の
宮
座
研
究
は
今
後
と
も
宮
座
の
こ
う
し
た
現
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
神
社
祭
祀
組
織
、
宮
座
、
当
屋
制
、
家
当
屋
制
、
組
当
屋
制
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❶
問
題

本
稿
は
、
長
い
歴
史
を
も
つ
宮
座
研
究
史
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
主
と
し
て
西
日
本

地
域
に
神
社
祭
祀
組
織
と
し
て
広
く
分
布
す
る
宮
座
に
つ
い
て
、
と
く
に
中
国
地
方

と
北
部
九
州
の
宮
座
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
こ
れ
ま
で
活
発
に
調
査
研
究
が
行
わ
れ

て
き
た
滋
賀
県
、
奈
良
県
な
ど
の
近
畿
地
方
の
宮
座
と
比
較
分
析
し
て
、
宮
座
の
構

造
と
そ
の
地
域
的
変
差
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
宮
座
の
現
代
的
変
化
に
つ
い

て
も
考
察
し
よ
う
と
す
る
一
試
論
で
あ
る
。
と
く
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
広
島
県

山
間
部
農
村
の
宮
座
と
大
分
県
国
東
半
島
の
宮
座
は
、
近
畿
地
方
の
宮
座
と
は
異
な

る
構
造
的
特
質
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
宮
座
は
地
域
的
多
様
性
を
前
提
と

し
て
理
解
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
地
方
や
北
部
九
州

の
宮
座
で
ま
ず
気
が
つ
く
の
が
、
当
屋
の
周
期
の
長
さ
で
あ
る
。
近
畿
地
方
で
は
、

当
屋
が
ほ
ぼ
一
世
代
に
一
回
ま
わ
る
形
が
多
い
の
に
対
し
て
、
中
国
地
方
や
北
部
九

州
の
宮
座
で
は
、
一
回
ま
わ
る
の
に
一
〇
〇
年
以
上
か
か
る
例
も
多
い
。
こ
れ
は
当

屋
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
、
近
畿
地
方
と
は
基
本
的
に
異
な
る
こ
と
、
ま
た
、
宮
座

の
基
本
構
造
が
異
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の

よ
う
な
日
本
に
お
け
る
宮
座
の
構
造
的
多
様
性
に
注
目
し
な
が
ら
、
現
代
の
宮
座
研

究
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

本
稿
に
お
い
て
主
と
し
て
考
察
す
る
問
題
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
は
、
宮

座
の
概
念
の
問
題
で
あ
る
。一
九
二
〇
年
代
か
ら
開
始
さ
れ
た
宮
座
研
究
に
お
い
て
、

今
日
に
い
た
る
ま
で
宮
座
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
研
究
者
間
に
い
く
つ
か
の
基
本
的
な

見
解
の
差
異
が
あ
る
。
こ
の
差
異
に
は
、
調
査
研
究
対
象
の
地
域
的
差
異
、
専
攻
学

問
分
野
の
差
異
の
ほ
か
に
、
宮
座
を
通
し
て
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
か
に
つ

い
て
の
差
異
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
最
も
大
き
な
差
異
は
、
宮
座

を
肥
後
和
男
〔
一
九
四
〇
〕
が
提
示
し
た
「
株
座
」
の
み
に
限
定
す
る
か
、「
村
座
」

を
含
め
て
規
定
す
る
か
の
差
異
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
座
を
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
注
目
し

て
外
面
か
ら
規
定
す
る
か
、
内
部
構
造
に
着
目
し
て
内
面
か
ら
規
定
す
る
か
の
差
異

も
大
き
い
。
さ
ら
に
、
宮
座
組
織
の
ど
の
部
分
を
宮
座
と
規
定
す
る
か
の
問
題
も
あ

る
。
定
員
制
の
問
題
は
こ
れ
に
関
連
し
て
い
る
。
ま
た
、
宮
座
に
関
連
し
て
「
当
屋

制
」
の
概
念
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
と
思
う
。
中
国
地
方
の
宮
座
に
つ
い
て
の
報

告
で
は
、「
宮
座
は
消
滅
し
た
が
、
当
屋
制
は
残
っ
て
い
る
」
と
の
表
現
が
し
ば
し

ば
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
こ
で
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
宮
座
」

と
「
当
屋
制
」
の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
概
念
に
関
連
し
て
、
宮
座
の
構
成
単
位

と
し
て
の
「
家
」
と
「
個
人
」
の
問
題
、
定
員
制
の
問
題
、
当
屋
の
神
聖
性
を
め
ぐ

る
問
題
な
ど
が
あ
る
。

第
二
は
、
宮
座
組
織
の
地
域
的
多
様
性
の
問
題
、
す
な
わ
ち
近
畿
地
方
の
宮
座
と

は
異
な
る
構
造
を
持
つ
中
国
地
方
や
北
部
九
州
地
域
の
宮
座
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
構
造
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
地
方
や
北
部
九
州
の
宮
座
で

ま
ず
気
が
つ
く
の
が
、
当
屋
の
周
期
の
長
さ
で
あ
る
。
近
畿
地
方
で
は
、
当
屋
が
ほ

ぼ
一
世
代
に
一
回
ま
わ
る
形
が
多
い
の
に
対
し
て
、
中
国
地
方
や
北
部
九
州
の
宮
座

で
は
、
一
回
ま
わ
る
の
に
一
〇
〇
年
以
上
か
か
る
例
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
宮
座
や
当
屋
に
つ
い
て
の
観
念
の
差
を
予
想
さ
せ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
注
目
し

た
い
の
は
、
明
治
以
降
の
変
化
の
中
で
、
中
国
地
方
や
北
部
九
州
の
宮
座
が
、
当
屋

の
順
序
を
個
々
の
家
の
順
序
と
し
て
直
接
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
地
区
の
順
序
、

組
の
順
序
、
家
の
順
序
の
よ
う
に
二
重
、
三
重
に
順
序
を
定
め
て
い
る
宮
座
が
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
中
国
地
方
の
宮
座
の
事
例
と
し
て
、
広

島
県
三
原
市
久
井
町
の
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
、
北
部
九
州
、
国
東
半
島
の
宮
座
の

事
例
と
し
て
、
大
分
県
西
国
東
郡
大
田
村
（
現
在
、
杵
築
市
）
上
沓
掛
の
白
鬚
田
原

神
社
の
宮
座
と
永
松
の
田
原
若
宮
八
幡
社
の
宮
座
を
と
り
あ
げ
る
。

第
三
は
、
宮
座
の
現
代
的
変
化
の
問
題
で
あ
る
。
中
国
地
方
や
北
部
九
州
の
宮
座

は
明
治
以
降
、
何
度
か
そ
の
組
織
の
改
変
を
経
験
し
て
き
た
。
明
治
期
の
変
化
と
し

て
、
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
、
国
東
半
島
の
宮
座
の
変
化
で
あ
る
。
国
東
半
島
で

は
、
明
治
後
期
ま
で
は
ジ
ガ
ン
（
神
元
）
と
よ
ば
れ
る
有
力
家
が
順
番
に
当
屋
を
つ
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と
め
て
い
た
が
、
明
治
後
期
の
改
変
に
よ
り
神
元
を
含
む
神
元
組
が
組
織
さ
れ
、
神

元
組
が
中
心
と
な
っ
て
祭
祀
を
行
う
組
織
に
変
化
し
た
。
ま
た
、
国
東
半
島
で
は
、

当
屋
の
神
聖
性
の
排
除
も
徐
々
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
祭
費
負
担
方
法
の
変

化
、
宮
座
儀
礼
の
変
化
も
著
し
い
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
経
済
成
長
、
過
疎
化
な

ど
に
と
も
な
う
変
化
が
顕
著
な
の
は
、
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
で
あ
る
。
久
井
稲
生

神
社
の
宮
座
で
は
、
メ
ン
バ
ー
が
限
定
さ
れ
た
株
座
形
態
を
と
っ
て
き
た
が
、
メ
ン

バ
ー
の
権
利
を
譲
渡
、
売
買
す
る
傾
向
が
顕
著
に
な
り
、
現
在
で
も
所
有
者
が
空
席

と
な
っ
て
い
る
座
も
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
宮
座
の
参
加
す

る
人
々
の
意
識
の
変
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
広
島
県
・
久
井
稲
生
神
社
と
国
東
半
島
の
宮
座
の
調
査
は
、

二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。本
稿
で
は
、

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
宮
座
研
究
の
中
で
の
宮
座
の
概
念
の
差
異
と
そ
の
問
題
点
に
つ

い
て
検
討
し
、
そ
の
の
ち
に
久
井
稲
生
神
社
と
国
東
半
島
の
宮
座
の
概
要
を
提
示
し

た
の
ち
、
宮
座
の
地
域
的
多
様
性
や
宮
座
の
現
代
的
変
化
の
諸
相
に
つ
い
て
考
察
し

た
い
と
思
う
。

❷
宮
座
の
概
念

こ
れ
ま
で
の
宮
座
概
念
に
つ
い
て
の
批
判
的
検
討　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

始
め
に
検
討
す
べ
き
問
題
は
宮
座
の
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
宮
座

研
究
史
の
な
か
で
、
宮
座
の
概
念
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
対
立
軸
が
あ
っ
た
。
そ
の

第
一
は
、
宮
座
を
特
権
的
な
祭
祀
組
織
と
し
て
規
定
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
対

立
で
あ
る
。

宮
座
研
究
の
開
始
期
に
宮
座
を
概
念
規
定
し
た
中
山
太
郎
〔
一
九
二
四
〕
は
、「
宮

座
と
は
、
其
の
神
社
の
祭
儀
、
及
び
経
営
に
関
し
、
他
の
信
徒
（
若
く
は
氏
子
）
に

比
較
し
て
、
特
別
な
る
権
限
を
有
す
る
氏
子
の
組
合
を
云
う
」
と
規
定
し
、
特
権
的

祭
祀
組
織
と
し
て
い
ち
は
や
く
宮
座
を
規
定
し
た
。こ
の
規
定
は
今
日
に
至
る
ま
で
、

宮
座
の
概
念
規
定
の
有
力
な
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
中
世
史
研
究
者
を
は

じ
め
と
す
る
歴
史
学
の
概
念
規
定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
た
と
え
ば
中
世
祭
祀

組
織
の
研
究
に
当
た
っ
た
萩
原
龍
夫
〔
一
九
七
二
〕
は
、「
神
事
執
行
に
つ
い
て
独
占

的
な
機
能
を
氏
子
内
部
に
お
い
て
持
つ
集
団
」
と
規
定
し
て
い
る
。
特
権
的
祭
祀
組

織
に
参
加
で
き
る
家
と
で
き
な
い
家
と
の
差
異
に
注
目
し
、
宮
座
研
究
を
通
し
て
、

村
落
の
階
級
構
造
や
支
配
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
に
こ
の
規
定
が
多

い
。
宮
座
を
単
な
る
祭
祀
組
織
と
し
て
で
は
な
く
、
村
落
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
手

段
と
い
う
考
え
方
が
強
い
と
い
え
る
。
中
世
史
の
宮
座
研
究
者
に
と
っ
て
対
象
と
す

る
宮
座
の
中
心
は
、
中
世
の
宮
座
で
あ
り
、
対
象
を
限
定
す
れ
ば
、
妥
当
性
を
持
つ

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
肥
後
和
男
〔
一
九
四
〇
〕
の
村
座
論
で
明
ら
か

な
よ
う
に
、
現
代
の
宮
座
ま
で
そ
の
対
象
を
広
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
妥
当
性
は
な

い
。
つ
ま
り
、
宮
座
を
特
権
的
祭
祀
組
織
と
す
る
概
念
規
定
は
、
宮
座
の
一
般
概
念

と
し
て
は
成
立
し
な
い
と
い
え
よ
う
。

特
権
的
祭
祀
組
織
と
し
て
外
面
か
ら
規
定
す
る
こ
れ
ら
の
概
念
規
定
に
対
し
て
、

内
面
か
ら
宮
座
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
の
が
肥
後
和
男
〔
一
九
四
〇
〕
で
あ
る
。
肥

後
和
男
の
宮
座
論
の
要
点
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
は
、
宮
座
を
祭
典
を
目
的
と

す
る
「
神
事
」
組
合
で
あ
る
と
規
定
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
宮
座
の
機
能

に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
組
合
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
構
成

メ
ン
バ
ー
間
の
対
等
性
を
規
定
し
て
い
る
と
い
え
る
。
第
二
は
、「
あ
る
神
社
の
氏

子
が
定
時
臨
時
に
場
所
を
定
め
て
集
合
し
、
座
席
に
つ
い
て
神
を
祀
る
こ
と
が
宮
座

の
基
本
的
形
式
」
と
祭
祀
の
形
態
を
規
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
宮
座
に
は

「
株
座
」
と
「
村
座
」
の
二
類
型
が
あ
り
、特
権
的
な
形
態
ば
か
り
で
な
く
、村
の
家
々

が
等
し
く
参
加
す
る
形
態
も
宮
座
の
一
形
態
と
し
て
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
研

究
者
を
中
心
と
し
た
特
権
的
祭
祀
組
織
論
に
対
し
て
、
村
落
レ
ベ
ル
で
対
等
的
な
祭

祀
組
織
も
宮
座
に
含
め
る
こ
と
に
し
た
点
は
画
期
的
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
近

畿
地
方
の
宮
座
に
つ
い
て
大
規
模
な
調
査
を
実
施
し
、
当
時
の
宮
座
の
現
状
を
正
確

に
把
握
し
た
事
実
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
肥
後
和
男
の
宮
座
規
定
に
よ
っ
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て
、
中
世
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
と
る
宮
座
を
、
総
体
的
に

と
ら
え
得
る
は
じ
め
て
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

特
権
的
祭
祀
組
織
と
し
て
の
宮
座
の
概
念
規
定
を
継
承
し
つ
つ
も
、
よ
り
個
人
に

焦
点
を
当
て
て
外
面
と
内
面
の
双
方
か
ら
宮
座
を
規
定
し
て
い
る
の
が
福
田
ア
ジ
オ

で
あ
る
。
福
田
ア
ジ
オ
〔
一
九
九
五
〕
は
、「
宮
座
は
、
特
定
の
地
域
社
会
に
お
い
て
、

そ
の
社
会
を
守
護
す
る
神
仏
を
一
座
し
て
祀
る
た
め
に
、
地
域
社
会
の
成
員
の
な
か

の
一
定
の
資
格
を
有
す
る
男
子
を
定
員
制
を
設
け
て
組
織
し
た
も
の
」
と
規
定
し
、

福
田
ア
ジ
オ
〔
二
〇
〇
〇
〕
は
、「
決
め
ら
れ
た
一
定
の
資
格
を
有
す
る
人
間
が
神
仏

の
前
に
一
座
し
て
祭
を
行
う
組
織
。
…
…
宮
座
は
原
則
と
し
て
頭
屋
制
を
伴
う
が
、

頭
屋
制
は
宮
座
を
前
提
と
し
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
規
定
は
微
妙

な
ず
れ
を
み
せ
て
い
る
が
、前
者
の
規
定
の
要
点
は
、「
神
仏
を
一
座
し
て
祀
る
」「
一

定
の
資
格
を
有
す
る
男
子
」「
定
員
制
」
で
あ
る
。「
一
定
の
資
格
を
有
す
る
」「
定

員
制
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
は
、
宮
座
の
外
面
的
規
定
で
あ
り
、
特
権
的
祭
祀
組

織
と
し
て
宮
座
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。

「
神
仏
を
一
座
し
て
祀
る
」
と
い
う
表
現
に
は
肥
後
和
男
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
が
、

一
座
し
て
祀
ら
な
い
宮
座
も
多
い
か
ら
、
こ
れ
を
概
念
規
定
に
含
め
る
こ
と
に
は
疑

問
が
残
る
。
定
員
制
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
定
員
制
と
は
、「
一
〇
人
衆
」「
宮

衆
」な
ど
と
よ
ば
れ
る
一
定
の
定
員
の
宮
座
メ
ン
バ
ー
が
含
ま
れ
る
組
織
で
あ
っ
て
、

祭
祀
な
ど
の
場
面
で
可
視
的
に
認
め
ら
れ
る
部
分
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る

が
、
宮
座
は
こ
の
定
員
に
含
ま
れ
な
い
メ
ン
バ
ー
や
す
で
に
定
員
制
の
組
織
を
離
脱

し
た
メ
ン
バ
ー
も
含
む
組
織
で
あ
る
か
ら
、
福
田
ア
ジ
オ
の
規
定
は
、
宮
座
組
織
の

可
視
的
部
分
に
焦
点
を
当
て
た
規
定
と
も
い
え
る
。
問
題
は
、
こ
の
可
視
的
部
分
の

ほ
か
に
そ
の
基
盤
と
な
る
組
織
を
含
め
た
全
体
が
宮
座
な
の
で
あ
り
、
可
視
的
部
分

に
の
み
注
目
し
た
概
念
規
定
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
座
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
宮
座
を
概
念
規
定
し
た
場
合
、

ど
れ
ほ
ど
の
宮
座
が
こ
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。福
田
ア
ジ
オ
の
概
念
規
定
は
、

当
屋
制
に
つ
い
て
も
触
れ
、「
宮
座
は
原
則
と
し
て
頭
屋
制
を
伴
う
が
、
頭
屋
制
は

宮
座
を
前
提
と
し
な
い
」
と
規
定
し
た
。
当
屋
制
と
宮
座
に
つ
い
て
は
後
に
議
論
す

る
が
、
福
田
ア
ジ
オ
の
こ
の
規
定
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
宮
座
の
内
部
制
度
と
し
て

当
屋
制
の
存
在
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
当
屋
制
は
講
集
団
な

ど
の
村
落
組
織
に
も
見
ら
れ
る
か
ら
、
宮
座
に
特
有
の
制
度
で
は
な
い
が
、
宮
座
の

基
本
的
な
特
徴
が
当
屋
制
に
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

宮
座
の
概
念
規
定
の
た
め
の
諸
問
題

こ
れ
ま
で
の
宮
座
概
念
の
批
判
的
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
宮

座
が
ど
の
よ
う
な
家
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
か
を
主
と
し
て
問
題
と
し
、
外
面
か

ら
宮
座
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
多
く
は
特
権
的
祭
祀
組
織
と
し
て
宮
座
を
規

定
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宮
座
を
内
面
か
ら
規

定
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
特
権
的
祭
祀
組
織
に
限
定
せ
ず
、
対
等
的
に
構
成
さ
れ
る

も
の
も
宮
座
に
含
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
宮
座

の
概
念
規
定
を
踏
ま
え
て
、
新
た
な
宮
座
の
概
念
規
定
を
探
っ
て
見
た
い
と
思
う
。

そ
の
た
め
に
は
、
概
念
規
定
の
前
提
に
つ
い
て
さ
ら
に
議
論
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問

題
が
あ
る
。

第
一
は
、
宮
座
の
構
成
単
位
の
問
題
で
あ
る
。
宮
座
は
顕
在
的
に
せ
よ
潜
在
的
に

せ
よ
、｢

家｣

と｢

個
人｣

の
二
重
性
を
基
盤
と
し
て
い
る
が
、
基
本
的
構
成
単
位

は
個
人
で
は
な
く
家
族
（
家
）
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宮
座
は
家
を
単
位
と
す

る
側
面
と
個
人
を
単
位
と
す
る
側
面
の
双
方
を
持
つ
、
複
雑
な
構
造
を
特
徴
と
し
て

い
る
。
表
1
は
、
そ
う
し
た
宮
座
の
基
本
構
造
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
家
は
、
ま
ず
家
と
し
て
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
（
成
員
権
）
に
関
わ
る
規
制
を
受
け

メ
ン
バ
ー
と
な
る
。
家
レ
ベ
ル
で
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
規
制
が
株
座
と
村
座
の
問

題
で
あ
る
。
特
権
的
祭
祀
組
織
と
し
て
の
宮
座
規
定
は
こ
こ
に
注
目
し
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
と
し
て
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
獲
得
す
れ
ば
、
家
の
中
の
個

人
が
自
動
的
に
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
獲
得
し
た
り
、
更
新
し
た
り
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
家
と
し
て
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
の
個
人
は
改
め
て
メ
ン
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バ
ー
シ
ッ
プ
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。座
入
り
儀
礼
の
存
在
や
、場
合
に
よ
っ

て
は
次
三
男
を
排
除
す
る
の
は
、
個
人
に
関
わ
る
規
制
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

宮
座
は
当
屋
制
に
よ
っ
て
、
当
屋
を
メ
ン
バ
ー
間
に
巡
回
さ
せ
る
の
が
基
本
的
原
理

で
あ
る
が
、
当
屋
の
順
序
を
決
め
る
基
準
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
家
レ
ベ
ル
の
基
準

と
個
人
レ
ベ
ル
の
基
準
と
が
あ
る
。こ
の
二
つ
は
混
同
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。

輪
番
で
勤
め
る
当
屋
を
設
定
し
、
一
定
期
間
当
屋
に
さ
ま
ざ
ま
な
祭
祀
的
役
割
を
集

中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宮
座
は
短
期
的
に
見
れ
ば
役
割
集
中
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

が
、
当
屋
を
構
成
メ
ン
バ
ー
間
に
巡
回
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
期
的
に
見
れ
ば
役
割

拡
散
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
え
る
。
言
葉

を
か
え
て
言
え
ば
、
宮
座
は
短
期
的
に
は
上

下
関
係
設
定
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
長
期
的

に
は
対
等
関
係
設
定
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

第
二
は
、
年
齢
階
梯
制
（
あ
る
い
は
長
老

制
）
の
問
題
で
あ
る
。
宮
座
が
年
齢
階
梯
制

の
原
理
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
年
齢
順
に
当

屋
が
決
定
さ
れ
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、表
1
に
示
す
よ
う
に
、

宮
座
の
「
年
齢
階
梯
制
」
は
、
家
を
単
位
と

す
る
宮
座
の
メ
ン
バ
ー
に
上
下
関
係
を
設
定

す
る
二
次
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か

に
も
座
入
り
順
や
親
の
死
亡
順
な
ど
二
次
的

な
当
屋
決
定
の
基
準
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
。

高
橋
統
一
〔
一
九
七
〇
〕
は
、
当
屋
決
定
基

準
の
ひ
と
つ
で
あ
る
年
齢
階
梯
制
を
宮
座
の

基
本
原
理
と
し
て
理
解
し
、
宮
座
を
「
祭
祀

長
老
制
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
が
、
原
理

と
す
る
祭
祀
組
織
で
は
な
い
。

宮
座
の
概
念

以
上
の
議
論
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
宮
座
の
概
念
規
定
の
た
め
の
諸
前
提
と
し
て
以

下
の
四
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
宮
座
の
基
本
的
構
成
単
位
は
個
人
で
は
な

く
家
族
（
家
）
で
あ
る
。
②
「
株
座
」「
村
座
」
の
双
方
を
含
め
る
。
③
内
面
か
ら

概
念
規
定
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宮
座
を
成
立
さ
せ
て
い
る
内
部
制
度
に
着
目
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、「
排
他
性
」
よ
り
「
対
等
性
」
を
宮
座
の
基
本
と
し

て
概
念
規
定
し
、
そ
の
意
味
で
順
番
に
当
屋
を
勤
め
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
④
双
分

制
、
年
齢
階
梯
制
（
あ
る
い
は
長
老
制
）
は
宮
座
の
基
本
的
制
度
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
諸
前
提
に
し
た
が
え
ば
、
宮
座
は
「
一
定
の
地
域
社
会
に
お
い
て
当

屋
制
を
原
理
と
す
る
神
社
祭
祀
組
織
」
と
規
定
で
き
る
。
地
域
社
会
で
共
同
で
祀
る

神
社
の
祭
祀
組
織
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
が
一
般
的
な
形
態
で
あ
る
。
こ
こ
に
言

う
神
社
に
は
、
オ
コ
ナ
イ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
部
の
仏
も
含
ま
れ
る
が
、
神
社

に
限
定
し
た
の
は
宮
座
概
念
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
当
屋
制
を
原
理

と
す
る
神
社
祭
祀
組
織
で
あ
れ
ば
、
特
権
的
祭
祀
組
織
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。

宮
座
の
内
部
構
造
に
注
目
す
れ
ば
、
宮
座
は
株
座
の
形
態
を
と
る
に
せ
よ
、
ま
た

村
座
の
形
態
を
と
る
に
せ
よ
、
宮
座
は
構
成
単
位
と
し
て
の
強
固
な
家
の
独
自
性
を

基
礎
と
し
な
が
ら
、
対
内
的
な
家
相
互
の
平
等
性
・
対
等
性
と
、
対
外
的
な
封
鎖
性

排
他
性
（
と
き
に
は
秘
儀
性
）
を
特
徴
と
す
る
祭
祀
組
織
で
あ
る
と
規
定
で
き
よ
う
。

❸
宮
座
組
織
の
諸
事
例

（
1
）久
井
稲
生
神
社
の
宮
座

ま
ず
、
広
島
県
三
原
市
久
井
町
の
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
組
織
と
宮
座
祭
祀
の
概

要
に
つ
い
て
記
述
し
た
い
。
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
は
、
記
録
で
確
認
で
き
る
限
り

表1　宮座の基本構造
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　　　　　　メンバーシップ　　　　　　　　　制度　　　　　　　　システム
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　家　　　株座と村座　　　　　　　　　家並順、一定順序、　   長期的対等性システム
　　　　　（分家、転入戸を排除）　　　　帳面記載順など　　　 （役割拡散）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　個人　　座入り（次三男・女性を排除、 臈次（座入順）、年　     短期的上下設定システム
　　　　　婿は婿入り時）　　　　　　    齢順、親の死亡順等　 （役割集中）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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に
お
い
て
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
か
ら
基
本
的
な
構
造
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
宮
座
構
成
員
の
交
代
や
運
営
組
織
の
再
編
な
ど
い
く
つ
か
の
変
化

が
認
め
ら
れ
、
特
権
的
を
持
つ
旧
家
を
衷
心
と
す
る
宮
座
は
今
や
大
き
な
変
革
の
時

期
を
迎
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
藤
井
昭
「
備
後
久
井
稲
生
神
社
の

宮
座
の
『
名
』
に
つ
い
て
」〔
一
九
八
〇
〕
の
優
れ
た
研
究
が
あ
り
、
本
報
告
も
こ

の
論
考
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
本
報
告
は
、久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
の
特
徴
は
何
か
、

ま
た
、
特
権
的
祭
祀
組
織
の
形
態
を
と
っ
て
き
た
宮
座
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂

げ
る
の
か
、
を
焦
点
と
し
て
、
久
井
稲
生
神
社
の
現
行
の
宮
座
を
中
心
に
他
地
域
の

宮
座
と
も
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
た
い
と
思
う
。

な
お
、
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
の
調
査
は
、
宮
座
儀
礼
の
観
察
調
査
、
文
書

調
査
を
含
め
て
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
実
施
し
た
。
ま
た
、

二
〇
〇
六
年
に
は
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
祭
祀
を
記
録
し
た
民
俗
文
化
財
映
像
資
料

「
久
井
稲
生
神
社
の
御
当
行
事
」
も
制
作
し
た
。

①
久
井
稲
生
神
社

久
井
稲
生
神
社
は
、
現
在
の
三
原
市
久
井
町
の
大
半
の
地
域
を
氏
子
範
囲
と
す
る

杭
荘
の
荘
園
鎮
守
社
で
あ
っ
た
。
現
座
の
氏
子
範
囲
も
変
化
は
な
い
。
祭
神
は
、
宇う

迦が
の
み
た
ま
の
か
み

之
御
魂
大
神
。
五
穀
豊
穣
、
牛
馬
の
祖
神
、
衣
食
住
の
守
護
神
と
さ
れ
る
。
摂
社

に
八
重
垣
神
社
（
七
月
、
祇
園
祭
）
と
冥
府
神
社
が
あ
る
。
現
在
の
例
祭
は
、
一
〇

月
一
九
日
に
近
い
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
。
以
前
は 

九
月
一
九
日
（
さ
ら
に
前
は
旧

一
〇
月
一
九
日
）
で
あ
っ
た
。
例
祭
行
事
は
、「
御おと
う当

行
事
」
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、

「
場
の
魚
」
と
称
し
て
、
鯛
を
神
に
献
上
し
た
後
こ
れ
を
下
げ
て
、
各
座
（
見
子
座
、

領
家
座
、
地
頭
座
）
で
金
箸
と
包
丁
で
調
理
し
た
あ
と
、
刺
身
に
し
て
餅
と
と
も
に

座
員
に
分
配
し
て
直
会
を
行
う
。

久
井
稲
生
神
社
の
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
そ
の
起
源
は
、
天
慶
元
年
（
九
三
八
）、

社
家
の
秦
氏
が
伏
見
稲
荷
神
社
の
分
霊
を
祀
っ
た
と
さ
れ
、
現
在
よ
り
や
や
南
に
位

置
す
る
下
津
か
ら
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
に
現
在
地
に
遷
座
し
た
と
さ
れ
る
。
中
世

を
通
じ
て
杭
庄
の
領
家
は
伏
見
稲
荷
神
社
で
あ
っ
た
。
の
ち
小
早
川
敬
平
氏
が
戦
国

末
期
ま
で
杭
荘
を
支
配
し
た
。
そ
の
小
早
川
氏
は
「
大
般
若
経
」 

六
〇
〇
巻
を
寄

進
し
て
い
る
。
下
地
中
分
の
結
果
、
領
家
が
南
半
分
、
地
頭
が
北
半
分
を
氏
子
範
囲

と
す
る
こ
と
と
な
り
、
領
家
座
と
地
頭
座
の
二
つ
の
座
が
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
。

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
稲
生
神
社
と
改
称
。
昭
和
一
〇
年
、
郷
社
と
な
っ
た
。

久
井
稲
生
神
社
の
氏
子
範
囲
の
各
集
落
で
は
、
久
井
稲
生
神
社
と
は
別
に
そ
れ
ぞ

れ
の
集
落
神
社
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
神
社
祭
祀
は
二
重
構
造
を
な
し
て
い
る
。
集
落

神
社
の
祭
祀
で
も
、
か
つ
て
は
久
井
稲
生
神
社
と
同
じ
よ
う
な
御
当
（
宮
座
）
の
組

織
が
多
く
の
集
落
に
あ
っ
た
が
、
現
在
は
江
木
集
落
の
艮
（
う
し
と
ら
）
神
社
に
残

さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
に
関
す
る
最
も
古
い
文
書
は
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）

の
「
稲
荷
御
当
之
覚
」
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
は
当
時
の
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
組

織
、
と
く
に
領
家
座
・
地
頭
座
の
構
成
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
近
世

か
ら
近
代
に
か
け
て
の
い
く
つ
か
の
宮
座
文
書
が
あ
る
。
ま
た
、
久
井
稲
生
神
社
に

は
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
多
数
の
宮
座
文
書
な
ど
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。こ
の
中
で
、

特
に
注
目
す
べ
き
文
書
は
、
明
治
以
降
の
宮
座
構
成
員
の
権
利
売
買
、
譲
渡
を
示
す

文
書
で
あ
り
、
近
代
に
お
け
る
宮
座
の
変
化
を
こ
の
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

②
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
組
織

基
本
概
念

久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
は
「
御
当
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
構
成
単
位
は
、
基

本
的
に
現
在
な
お
「
名
み
ょ
う」

で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
名
は
一
定
数
の
土
地
と
家
々
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
的
単
位
で
あ
り
、
名
は
、
基
本
的
に
水
系
の
源
で
あ
る

溜
池
を
所
有
す
る
家
を
中
心
に
、
同
じ
水
系
の
土
地
を
持
つ
一
〇
戸
程
度
の
家
々

で
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
溜
池
か
ら
最
初
に
水
が
引
き
入
れ
ら
れ
る
田
は
、
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「
御お
と
う
だ

当
田
」
と
よ
ば
れ
、
現
在
で
も
数
多
く
の
御
当
田
が
存
在
し
て
い
る
。
御
当
田

は
神
聖
な
も
の
と
さ
れ
、
御
当
田
で
は
、
シ
メ
オ
ロ
シ
な
ど
宮
座
の
さ
ま
ざ
ま
な
行

事
が
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
聖
な
御
当
田
の
所
有
者
で
あ
る
「
御
当
主
」
が

名
の
中
心
と
な
り
、
こ
の
家
が
名
を
代
表
し
て
宮
座
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
。
御
当
主

以
外
の
名
の
家
々
は
「
寄
当
」
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
、名
は
御
当
主
と
寄
当
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
。
御
当
主
が
当
屋
（
当
番
主
）
を
勤
め
る
際
に
は
、
寄
当
は
御
当
主

を
補
助
す
る
。
こ
の
よ
う
に
宮
座
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
名
は
「
御
当
名
」
と

よ
ば
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
御
当
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
組
織
さ
れ
た
「
御
当
班
」

が
中
心
と
な
っ
て
、
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
。
御
当
班
は
全
部
で
一
八
班
あ
り
、
各

班
は
四
〜
一
〇
軒
の
御
当
主
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
御
当
班
は
集
落
ご
と
に
組
織

さ
れ
て
い
る
。
御
当
班
の
家
が
当
番
主
を

勤
め
る
場
合
、
同
じ
班
の
他
の
家
々
は
援

助
す
る
。
御
当
班
は
い
わ
ば
、
御
当
主
の

互
助
組
織
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在

の
御
当
は
、
宮
座
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
権

利
を
も
つ
御
当
主
で
組
織
す
る
祭
祀
組
織

で
あ
り
、
家
々
と
一
定
の
土
地
で
構
成
さ

れ
る
名
を
必
ず
し
も
基
盤
と
し
て
は
い
な

い
。
す
な
わ
ち
、
土
地
を
基
盤
と
し
た
祭

祀
組
織
か
ら
祭
祀
の
権
利
を
も
つ
家
々
の

集
合
体
へ
と
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
は
変

化
し
て
い
る
と
い
え
る
。

座
の
構
成

久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
は
、
文
政
年
間

に
編
制
さ
れ
た
『
芸
藩
通
誌
』
に
「
社
人

と
称
す
る
者
九
人
。
禰
宜
巫
子
等
一
八
名
」「
天
暦
年
間
に
定
る
所
の
祭
事
神
遊
等

の
旧
儀
を
記
せ
し
を
見
る
に
甚
厳
整
な
り
。
今
も
祭
時
に
庄
内
八
村
の
民
、
故
家
の

も
の
九
十
六
名
、
社
殿
東
西
に
座
別
を
分
ち
祭
儀
に
与
る
、
殿
内
に
て
紅
魚
を
撃
て

神
供
と
す
、
昔
よ
り
包
丁
の
家
あ
り
て
、
古
式
を
守
る
と
い
ふ
」
と
記
述
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
特
徴
は
現
在
も
同
じ
で
あ
る
。

現
在
の
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
は
、見
子
座
、東
座
（
領
家
座
）、西
座
（
地
頭
座
）

の
三
座
で
構
成
さ
れ
る
。

見
子
座
は
、
神
主
以
下
の
社
家
、
総
代
の
座
と
さ
れ
、
構
成
メ
ン
バ
ー
は
家
筋
に

よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
。東
座
、西
座
と
異
な
り
、御
当
田
の
所
有
を
要
件
と
し
な
い
。

す
な
わ
ち
土
地
を
基
盤
と
し
な
い
座
で
あ
る
。
現
在
一
八
戸
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
の

う
ち
七
戸
は
御
当
田
を
所
有
し
な
い
家
で
あ
る
が
、
一
一
戸
は
御
当
田
を
所
有
し
、

東
座
、西
座
の
構
成
員
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、久
井
稲
生
神
社
〔
一
九
六
八
〕『
宮

座
「
御
神
酒
献
備
之
古
式
」（
詳
解
）』
で
重
複
を
確
認
で
き
る
。
見
子
座
の
当
屋
は
、

十
干
で
割
当
て
ら
れ
、
毎
年
二
戸
ず
つ
当
番
主
を
つ
と
め
る
が
、
戸
数
が
二
〇
戸
に

満
た
な
い
た
め
一
干
が
不
足
し
て
お
り
、
暦
ど
お
り
に
は
回
転
し
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。
見
子
座
の
座
頭
は
、
久
井
稲
生
神
社
の
宮
司
が
つ
と
め
る
。
座
頭
は
御
当
行

事
の
座
（
現
在
は
神
楽
殿
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
）
に
お
い
て
、
正
面
の
最
も
高
い

座
に
着
席
し
、
座
の
行
事
は
座
頭
の
差
配
で
行
わ
れ
る
。

一
方
、
一
般
の
農
民
の
座
で
あ
る
領
家
座
と
地
頭
座
は
「
御
当
田
」
を
所
有
す
る

こ
と
が
基
本
的
に
参
加
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
座
で
あ
る
。
慶
長
三
年（
一
五
九
八
）

の
「
稲
荷
御
当
之
覚
」
に
記
録
さ
れ
て
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
両
座
と
も
ほ
ぼ

四
八
名
、
な
い
し
四
八
軒
で
構
成
さ
れ
る
（
表
2
）。
こ
の
両
座
の
構
成
員
は
地
域

的
に
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
領
家
座

は
東
南
部
分
、
地
頭
座
は
西
北
部
分
の
家
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、
東
座
、
西
座
と
呼

ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
近
世
村
落
以
降
の
集
落
と
の
関
係
を
見
る
と
、
集
落
の
全
戸

が
い
ず
れ
か
一
方
の
座
に
所
属
す
る
例
が
五
集
落
、
両
座
に
分
属
す
る
形
を
と
る
集

落
が
三
集
落
と
な
っ
て
い
る
。分
属
し
て
い
る
三
集
落
の
う
ち
一
集
落
を
の
ぞ
い
て
、

表2　東座と西座
―――――――――――――――――――――――――――――――
　　　　　　　　　　 東座　　　　 西座　　　　 計
―――――――――――――――――――――――――――――――
　慶長 3 年（1598）　　４７名　　　４９名　　　９６名
　寛永 6 年（1629）　　４６名　　　　－　　　　　－
　寛保 1 年（1741）　　　－　　　　４８名　　　　－
　現在　　　　　 　   ４８名　　　４８名　　　９６名
―――――――――――――――――――――――――――――――
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多
数
の
家
が
い
ず
れ
か
の
座
に
所
属
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
座
の

構
成
と
近
世
村
落
の
範
囲
と
の
間
に
は
、
強
い
関
連
が
あ
る
。

東
座
、
西
座
の
当
屋
は
、
毎
年
二
軒
ず
つ
が
割
り
当
て
ら
れ
、
四
八
軒
が
十
二
支

の
二
回
転
二
四
年
で
一
巡
す
る
か
ら
、
各
家
は
い
つ
当
屋
を
勤
め
る
こ
と
に
な
る
か

が
明
確
に
意
識
で
き
る
。
現
在
、
両
座
を
実
質
的
に
差
配
し
て
い
る
の
は
、
久
井
稲

生
神
社
の
宮
司
で
あ
る
が
、
宮
司
は
毎
年
、
当
番
を
割
り
当
て
た
二
四
年
分
の
当
番

表
を
作
成
し
て
配
布
し
て
い
る
。
こ
の
表
に
は
、
御
当
名
の
名
前
と
一
〇
月
の
御
当

行
事
の
際
の
座
順
が
記
さ
れ
て
い
る
。
御
当
名
は
「
の
り
む
ね
」「
さ
だ
と
も
」
な

ど
慶
長
以
来
の
御
当
名
が
使
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
座
順
は
各
家
に
つ
い
て
、「
正
面
」

「
正
面
よ
り
左
側
8
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
宮
座
の
当
屋
順
は
十

干
や
十
二
支
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、
東
座
、
西
座
の
四
八
軒
と
い
う

数
は
、
十
二
支
に
よ
る
当
屋
の
割
り
当
て
に
都
合
の
よ
い
数
と
い
え
る
。

東
座
、
西
座
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、
座
頭
と
触
れ
頭
の
役
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
家
筋

に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
る
。
座
頭
は
座
を
代
表
す
る
者
で
あ
り
、
東
座
は
「
貞
久

名｣

、
西
座
は
「
国
時
名
」
が
固
定
的
に
勤
め
る
。
御
当
行
事
の
座
の
直
会
に
お
い

て
は
も
っ
と
も
高
い
座
に
着
席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
最
近
の
御
当
行
事
で

は
、
欠
席
す
る
座
頭
も
い
る
。
触
れ
頭
は
、
東
座
は
「
光
宗
名
」、
西
座
は
「
助
年

名
」
が
勤
め
る
。
触
れ
頭
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、「
御
当
名
帳
」
を
持
ち
、
毎
年

の
当
番
主
を
定
め
、
そ
の
旨
を
座
員
に
触
れ
る
。
ま
た
、
当
番
主
の
勤
め
の
一
切
を

指
導
す
る
。
東
座
、
西
座
の
組
織
は
、
固
定
的
な
座
頭
、
触
れ
頭
の
下
で
、
毎
年
交

代
す
る
当
番
主
が
当
屋
を
勤
め
る
体
制
で
祭
祀
が
行
わ
れ
る
。
御
当
行
事
に
あ
た
っ

て
は
、
座
頭
、
触
れ
頭
の
ほ
か
に
、
御
当
主
（
座
員
全
員
。
座
頭
、
触
れ
頭
も
含
む
。

御
当
名
を
有
す
る
家
）、据
え
方（
各
座 

二
名
。
腕
力
あ
る
者
。
鯛
を
ま
な
板
に
乗
せ
、

包
丁
方
の
前
に
据
え
る
役
）、
包
丁
方
（
特
定
の
家
の
世
襲
。
鯛
を
金
箸
と
包
丁
で

料
理
す
る
役
）、
餅
切
り
役
（
各
座 

一
名
。
特
定
の
家
。
神
饌
の
餅
を
切
っ
て
座
員

に
配
る
役
）、
給
仕
人
（
各
座 

二
名
。
青
漬
菜
、
な
ま
す
、
酒
な
ど
を
給
仕
す
る
役
）

な
ど
が
参
加
す
る
。

③
個
別
集
落
の
神
社
祭
祀
組
織

久
井
稲
生
神
社
の
氏
子
範
囲
の
地
域
で
は
、
久
井
稲
生
神
社
の
祭
祀
と
と
も
に
各

集
落
の
神
社
の
祭
祀
も
行
わ
れ
、
神
社
祭
祀
は
二
重
構
造
を
も
っ
て
い
る
が
、
各
集

落
の
祭
祀
組
織
も
久
井
稲
生
神
社
と
同
じ
御
当
制
度
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
例
が
あ

る
。
現
在
、
集
落
神
社
で
御
当
制
度
を
保
持
し
て
い
る
の
は
、
江
木
の
艮
神
社
の
み

で
あ
る
が
、
最
近
ま
で
下
津
八
幡
神
社
の
祭
祀
に
も
見
ら
れ
た
。
江
木
は
久
井
町
の

中
心
で
商
店
な
ど
も
多
く
、
か
つ
て
の
町
営
住
宅
も
あ
り
、
外
来
者
も
多
い
。
し
た

が
っ
て
、
江
木
の
四
一
九
戸
（
二
〇
〇
五
年
現
在
）
の
う
ち
一
八
戸
が
御
当
を
構
成

し
、
毎
年
交
代
で
二
軒
ず
つ
当
屋
を
勤
め
る
。
当
屋
は
十
干
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら

れ
て
お
り
、
や
は
り
久
井
稲
生
神
社
宮
司
が
毎
年
作
成
す
る
表
に
よ
っ
て
そ
の
順
序

を
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
艮
神
社
の
場
合
に
も
十
干
に
必
要
な
戸
数
を
欠
い
て
い

る
の
で
、
一
干
が
欠
け
て
い
る
。

集
落
神
社
の
御
当
制
度
が
ど
の
範
囲
に
及
び
、
い
つ
ご
ろ
廃
止
さ
れ
た
か
は
現
在

の
と
こ
ろ
そ
の
詳
細
を
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
集
落
神
社
の
祭
祀
組
織

に
お
い
て
も
当
屋
制
を
中
核
と
す
る
宮
座
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
地

域
の
神
社
祭
祀
組
織
と
し
て
広
範
に
宮
座
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら

な
い
。
ま
た
、
集
落
神
社
に
お
け
る
宮
座
組
織
の
廃
止
は
、
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座

の
変
質
と
も
関
連
し
て
お
り
、
こ
の
地
域
の
宮
座
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、

そ
の
分
析
・
考
察
は
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

④
宮
座
組
織
の
最
近
の
変
化

久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
は
、
少
な
く
と
も
慶
長
三
年
以
来
、
そ
の
基
本
構
造
に
は

変
化
が
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
著
し
い
変
化
は
見
ら
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

最
近
の
変
化
は
、
次
の
四
点
に
集
約
で
き
る
。

第
一
は
、
座
の
権
利
の
売
買
・
譲
渡
の
活
発
化
で
あ
る
。
座
の
権
利
の
売
買
・
譲

渡
は
、
古
く
は
明
治
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
と
く
に
活
発
に
売
買
・
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譲
渡
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
最
近
で
あ
る
。
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
の
メ

ン
バ
ー
は
、
基
本
的
に
は
神
聖
な
御
当
田
の
所
有
者
で
あ
っ
た
が
、
御
当
田
の
所
有

権
の
移
動
に
と
も
な
っ
て
座
の
権
利
も
移
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
祭
礼
経
費
の
負

担
に
御
当
主
が
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
最
大
の
理
由
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の

他
に
も
後
継
者
が
い
な
い
な
ど
の
理
由
で
権
利
が
売
買
・
譲
渡
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

宮
座
メ
ン
バ
ー
の
権
利
が
か
な
り
の
高
額
で
売
買
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

譲
渡
・
売
買
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
が
書
類
を
作
っ
て
久
井
稲
生
神
社
に

届
出
る
。こ
の
背
景
に
は
、か
つ
て
御
当
を
構
成
し
て
い
た
、い
わ
ゆ
る
旧
家
の
没
落
、

退
転
も
影
響
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
御
当
田
の
所
有
権
が
宮
座
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
こ
と
の
基
盤
を
な
し
、
宮
座
の
権
利
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
祀
的
特
権
を
得

る
意
識
が
濃
厚
に
見
ら
れ
た
が
、
最
近
は
御
当
田
か
ら
離
れ
た
場
所
の
居
住
者
が
権

利
を
購
入
し
た
り
譲
渡
を
受
け
る
場
合
も
あ
り
、
御
当
名
と
御
当
田
の
所
有
者
の
分

離
と
い
う
深
刻
な
事
態
が
起
き
て
い
る
。
最
近
は
、
権
利
の
譲
渡
を
久
井
稲
生
神
社

宮
司
が
仲
立
ち
す
る
場
合
も
あ
る
。
宮
司
が
作
成
す
る
毎
年
の
「
御
当
主
名
簿
」
に

「
交
渉
中
」
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

第
二
は
、
新
た
な
「
御
当
班｣

の
組
織
化
で
あ
る
。
か
つ
て
久
井
稲
生
神
社
の
祭

祀
は
、
御
当
名
を
構
成
す
る
御
当
主
と
寄
当
が
祭
祀
を
担
当
し
て
い
た
が
、
御
当
主

の
経
済
力
が
衰
退
し
、
寄
当
が
離
脱
し
た
結
果
、
御
当
主
を
中
核
と
し
寄
当
が
こ
れ

を
援
助
す
る
と
い
う
体
制
で
は
祭
祀
を
執
行
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
態
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
一
九
六
五
年
に
御
当
班
が
組
織
さ
れ
た
。
御
当
班
は
、
四
〜
一
〇
戸
で
集

落
ご
と
に
構
成
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
東
座
・
西
座
の
御
当
主
が
混
在
す
る
班
も

あ
る
。
班
の
メ
ン
バ
ー
が
当
番
主
に
な
る
と
、
他
の
班
員
は
当
番
主
を
援
助
し
て
祭

祀
の
執
行
に
あ
た
る
。
御
当
班
の
組
織
化
に
よ
っ
て
、
祭
祀
の
執
行
は
危
機
的
な
状

況
を
脱
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
三
は
、
祭
祀
経
費
の
調
達
法
の
変
化
で
あ
る
。
久
井
稲
生
神
社
の
御
当
は
、「
当

番
主
負
担
」
を
基
本
と
し
て
祭
祀
を
執
行
し
て
き
た
が
、
最
近
は
、
当
番
主
の
み
に

負
担
を
も
と
め
る
の
で
は
な
く
、
宮
座
を
構
成
す
る
全
戸
が
毎
年
費
用
を
負
担
し
あ

う
「
全
戸
負
担
」
に
変
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
見
子
座
で
は
一
、〇
〇
〇
円
ず

つ
共
同
出
資
し
て
い
る
し
、
東
座
・
西
座
で
は
、
九
六
戸
が
一
、〇
〇
〇
円
ず
つ
負

担
す
る
ほ
か
袴
の
共
同
購
入
代
金
と
し
て 

一
、〇
〇
〇
円
ず
つ
集
め
て
い
る
。
祭
祀

費
用
を
毎
年
、
全
戸
で
負
担
す
る
方
式
は
、
各
地
の
宮
座
で
か
な
り
一
般
的
に
起
き

て
い
る
変
化
で
あ
る
が
、
久
井
稲
生
神
社
の
御
当
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

第
四
は
、
祭
祀
執
行
方
法
の
変
化
で
あ
る
。
一
般
的
に
宮
座
に
お
い
て
は
、
座
の

運
営
や
祭
祀
の
執
行
は
、神
社
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
座
に
任
さ
れ
る
例
が
多
い
が
、

最
近
の
久
井
稲
生
神
社
の
御
当
行
事
は
、
久
井
稲
生
神
社
の
宮
司
が
差
配
し
て
、
久

井
稲
生
神
社
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
一
〇
月
の
例
祭
の

前
に
は
、
神
社
が
召
集
す
る
「
執
行
評
議
会
」
が
開
催
さ
れ
、
こ
の
会
議
で
御
当
行

事
の
進
め
方
に
つ
い
て
の
協
議
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
会
議
で
は
、
宮
司
、
氏
子
総
代
、

当
番
主
な
ど
御
当
行
事
の
関
係
者
が
出
席
す
る
。
ま
た
、
御
当
行
事
は
各
座
の
直
会

が
中
心
で
あ
る
が
、
座
席
が
き
め
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
は
欠
席
者

が
非
常
に
多
い
。
神
社
で
は
、
こ
う
し
た
座
席
に
は
宮
座
メ
ン
バ
ー
以
外
の
着
席
を

認
め
て
い
る
が
、
か
つ
て
の
祭
り
の
賑
わ
い
は
今
は
な
い
。
欠
席
者
の
増
加
の
背
景

に
は
、
宮
座
メ
ン
バ
ー
の
特
権
意
識
の
衰
退
が
あ
り
、
逆
に
御
当
行
事
へ
の
出
席
を

負
担
と
感
じ
る
家
が
増
加
し
て
い
る
。
特
権
的
祭
祀
組
織
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る

久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
危
機
的
状
況
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

⑤
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
の
特
徴

こ
れ
ま
で
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
組
織
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
最
後

に
そ
の
特
徴
を
列
記
し
て
結
び
と
し
た
い
と
思
う
。
第
一
は
、
久
井
稲
生
神
社
の
宮

座
は
、
何
よ
り
も
「
名
」
を
基
盤
と
し
た
特
権
的
祭
祀
組
織
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
特
質
は
、
数
々
の
変
化
を
経
て
も
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
特
権
意
識

の
希
薄
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
中
世
的
な
宮
座
は
、
い
ま
存
亡
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る

と
い
え
る
。
第
二
は
、
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
が
、〈
名
中
心
の
祭
祀
〉
か
ら
〈
御
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当
主
中
心
の
祭
祀
〉
へ
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
、
御
当
主
と
こ
れ

を
援
助
す
る
寄
当
の
協
力
の
も
と
に
御
当
行
事
は

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、一
九
六
〇
年
代
に
東
座
，

西
座
を
越
え
て
組
織
さ
れ
た
御
当
班
が
、
御
当
行

事
を
担
う
よ
う
に
な
り
、
名
を
中
心
と
す
る
祭
祀

組
織
は
部
分
的
に
崩
壊
し
た
。
こ
れ
は
宮
座
の
権

利
の
売
買
・
譲
渡
が
活
発
と
な
り
、
御
当
主
と
御

当
田
の
地
縁
的
関
係
も
崩
壊
し
た
こ
と
が
背
景
に

あ
る
。
第
三
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
御
当
の
各
座

の
直
会
な
ど
御
当
行
事
の
祭
祀
形
式
は
比
較
的
よ

く
維
持
さ
れ
て
い
る
。
祭
祀
経
費
負
担
方
法
は
当
番
主
主
体
か
ら
全
戸
負
担
に
変
化

し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
に
お
い
て
、
宮
座
メ
ン
バ
ー
間
の
長

期
的
対
等
関
係
の
維
持
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
久
井
稲
生
神

社
の
宮
座
は
、
時
代
の
変
化
の
中
で
、
現
在
、
安
定
性
を
失
っ
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
る
。

（
2
）白
鬚
田
原
神
社
の
宮
座

北
部
九
州
地
域
に
も
広
く
宮
座
が
分
布
し
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
国
東
半

島
も
宮
座
の
濃
厚
な
分
布
地
域
で
あ
る
。
北
部
九
州
の
宮
座
に
つ
い
て
は
、
古
く
は

古
野
清
人
〔
一
九
四
〇
〕
の
報
告
が
あ
り
そ
の
後
も
調
査
報
告
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た

が
、
こ
の
地
域
の
宮
座
を
基
盤
と
し
た
宮
座
理
論
の
提
示
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
こ
で
の
問
題
は
、
国
東
半
島
の
宮
座
が
近
畿
地
方
の
宮
座
と
い
か
に
異
な
る
か
で

あ
る
。
ま
ず
、
大
分
県
杵
築
市
上
沓
掛
の
白
鬚
田
原
神
社
の
宮
座
で
あ
る
。

宮
座
組
織

白
鬚
田
原
神
社
は
、
滋
賀
県
の
白
鬚
神
社
を
勧
請
し
た
と
さ
れ
、
上
沓
掛
、
下
沓

掛
の
二
集
落
と
、
別
の
川
筋
に
位
置
し
、
や
や
離
れ
て
位
置
す
る
筌
口
、
石
丸
の
四

集
落
で
祭
祀
す
る
神
社
で
あ
る
。
白
鬚
田
原
神
社
の
祭
祀
組
織
に
は
、
一
九
五
八
年

ま
で
は
隣
接
す
る
下
沓
掛
（
約
六
〇
戸
）
も
参
加
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
下
沓

掛
に
も
八
つ
神
元
組
が
あ
り
、
祭
礼
に
は
神
元
組
代
表
を
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、

下
沓
掛
が
独
自
に
山
神
社
を
祀
っ
て
以
後
、
白
鬚
田
原
神
社
の
祭
祀
組
織
は
上
沓
掛

集
落
（
約
七
八
戸
）
単
独
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
祭
祀
は
上

沓
掛
の
宮
座
組
織
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
と
も
に
祭
祀
し
て
い
る
と
さ
れ

る
筌
口
、石
丸
集
落
は
区
長
や
楽
人
を
送
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
下
沓
掛
は
現
在
、

白
鬚
田
原
神
社
の
祭
祀
に
ま
っ
た
く
参
加
し
て
い
な
い
。

白
鬚
田
原
神
社
の
祭
祀
組
織
は
、
大
き
く
は
神
官
、
神
社
役
員
、
神
元
組
で
構
成

さ
れ
る
。
神
元
組
が
宮
座
で
あ
る
。
神
官
に
は
、
宮
司
、
神
職
、
弁
官
の
別
が
あ
り
、

宮
司
、
弁
官
は
一
人
ず
つ
で
あ
る
が
、
神
職
は
祭
礼
時
に
他
の
神
社
か
ら
五
〜
六
人

が
加
わ
る
。
弁
官
は
近
在
の
集
落
か
ら
来
る
人
（
神
職
で
は
な
い
）
で
、
白
鬚
田
原

神
社
の
重
要
な
鍵
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
人
が
参
加
な
く
し
て
は
祭
礼
を
営
む
こ
と

が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
神
社
役
員
と
し
て
は
、氏
子
代
表
（
一
人
）、惣
代
（
三
人
）、

神
饌
所
（
一
人
）、
精
進
人
（
三
人
）
が
あ
る
（
か
つ
て
は
こ
の
ほ
か
に
馬
乗
１
人

が
い
た
が
、
現
在
は
な
い
）。
こ
の
う
ち
、
惣
代
は
上
沓
掛
を
構
成
す
る
三
つ
の
村

組
（「
平
」
ひ
ら
と
よ
ば
れ
る
）
か
ら
一
人
ず
つ
出
る
。
惣
代
の
う
ち
の
一
人
は
「
担

当
」と
呼
ば
れ
、会
計
を
担
当
す
る
。こ
の
よ
う
に
白
鬚
田
原
神
社
の
祭
祀
組
織
で
は
、

平
が
さ
ま
ざ
ま
な
役
選
出
の
基
盤
と
な
る
。
平
は
現
在
三
つ
あ
り
、
穴
野
平
（
二
二

戸
）、
岡
平
（
一
九
戸
）、
立
平
（
二
六
戸
）
と
な
っ
て
い
る
。
神
饌
所
は
供
物
を
調

製
す
る
役
で
、
最
近
は
ほ
ぼ
一
定
の
人
に
固
定
し
て
い
る
。
精
進
人
の
三
人
は
、
各

平
か
ら
一
人
ず
つ
出
る
。「
カ
ド
を
押
す
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
順
番
は
家
並

み
順
で
あ
る
。
各
平
の
戸
数
に
も
よ
る
が
、
お
お
む
ね
二
〇
年
前
後
に
ま
わ
っ
て
く

る
こ
と
に
な
る
。
神
社
役
員
の
う
ち
氏
子
代
表
は
平
服
で
祭
礼
に
参
加
す
る
が
、
惣

代
、
神
饌
所
、
精
進
人
は
神
官
の
服
装
で
参
加
す
る
。
宮
司
、
神
職
、
弁
官
は
祭
礼

の
司
祭
者
、
神
社
役
員
は
そ
れ
を
補
助
す
る
役
割
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

図1　久井稲生神社の宮座の変化

　　御当主＋寄当　　　　　　　御当班
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宮
座
で
あ
る
神
元
組
の
構
成
は
、
表
3
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
現
在
、
上
沓
掛

の
神
元
組
は
全
部
で
一
七
組
で
あ
る
。
神
元
組
が
構
成
さ
れ
た
の
は
、
明
治
四
一
年

（
一
九
〇
八
）
の
祭
祀
組
織
の
改
変
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
明
治
四
一
年
以
前
は
、
有

力
家
で
あ
る
神
元
が
順
番
に
祭
礼
を
執
行
し
費
用
を
負
担
し
て
き
た
が
、
明
治
四
一

年
に
総
神
元
と
称
し
て
、
旧
来
の
神
元
を
中
心
に
す
べ
て
の
家
を
組
織
し
て
、
一
八

組
と
さ
れ
る
神
元
組
を
構
成
し
、
以
後
、
こ
の
神
元
組
が
順
番
に
祭
礼
を
執
行
す
る

体
制
と
な
っ
た
。
総
神
元
と
は
特
定
の
家
ば
か
り
で
な
く
、
上
沓
掛
の
す
べ
て
の
家

が
神
元
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、明
治
四
一
年
の
宮
座
組
織
の
改
変
は
、

「
株
座
」
形
態
の
宮
座
か
ら
「
村
座
」
形
態
の
宮
座
へ
の
変
化
と
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
明
治
四
一
年
以
前
の
神
元
を
示
す
資
料
と
し
て
、「
神
官
原
簿
」〔
弘
化
三

年
、
一
八
四
六
年
〕
が
あ
る
。
こ
の
資
料
か
ら
は
、
神
元
の
家
数
を
確
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
ほ
ぼ
一
八
軒

前
後
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
現

在
の
一
七
組
の
神
元
組
を
各
平

ご
と
に
見
る
と
、立
平（
七
組
）、

穴
野
平
（
五
組
）、岡
平
（
五
組
）

と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
各
神

元
組
に
所
属
す
る
家
数
を
見
て

も
二
戸
か
ら
六
戸
の
ば
ら
つ
き

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
の

べ
る
当
屋
が
ま
わ
っ
て
く
る
間

隔
に
影
響
し
て
い
る
。

神
元
組
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
が
あ
り
、
そ
の
役
割
に
し
た

が
っ
て
、
提
灯
方
、
幕
方
、
場

銭
方
、
衣
装
方
、
流
鏑
馬
方
、

七し
め

五
三
方
、
駕
与
丁
方
、
楽
人

神元組 立平 穴野平 岡平 下沓掛
提灯方 4（1999） 4（1985、2000）
幕方 3（ × ） ○
場銭方 4（1996）
衣装方 4（1990） 5（1994） 4（1995） ○
流鏑馬方 2（1987）
七五三方 6（1993） 4（1989） ○○
駕与丁方 4（1988）
楽人方 4（1991） 4（1992） ○
繰出方 5（1997） 5（1986、1998）
幟方 3（ × ） 2（ × ） ○（戦前）
幣串方 ○○
計 26（7 組） 22（5 組） 19（5 組） 8組

表3　神元組の構成と祝元の順序

方
、
繰
出
方
、
幟
方
な
ど
の
名
称
が
つ
い
て
い
る
。
場
銭
方
は
祭
礼
の
際
の
出
店
か

ら
寄
付
を
集
め
る
役
で
あ
る
。
流
鏑
馬
方
は
、
か
つ
て
行
わ
れ
て
い
た
流
鏑
馬
の
場

を
取
り
仕
切
り
、
流
鏑
馬
を
勤
め
る
役
で
あ
る
が
、
流
鏑
馬
の
廃
止
に
と
も
な
い
駕

与
丁
方
に
役
割
を
変
更
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
神
元
組
は
役
割
を
分
担
し
な
が
ら
、

祭
礼
を
執
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
神
元
組
の
所
属
は
固
定
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て

同
一
の
家
族
は
代
々
同
じ
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

神
元
組
は
交
替
で
祭
礼
の
執
行
に
あ
た
る
。
そ
の
順
番
は
や
や
複
雑
で
あ
り
、
図

2
に
示
す
よ
う
に
平
の
順
序
、
神
元
組
の
順
序
、
家
の
順
序
の
三
段
階
で
当
屋
（
祝

元
）
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
資
料
上
、
一
九
四
八
年
以
降
は
確

認
で
き
る
。
少
な
く
と
も
平
は
、
穴
野
平
、
岡
平
、
立
平
の
順
で
あ
り
、
各
平
の
中

の
神
元
組
の
順
番
、
家
の
順
番
も
そ
れ
ぞ
れ
に
決
ま
っ
て
い
る
。
平
と
神
元
組
の
構

成
戸
数
に
差
異
が
あ
る
の
で
一
定
で
は
な
い
が
、
穴
野
平
で
は
一
五
年
か
け
て
神
元

組
を
ま
わ
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
岡
平
も
一
五
年
、
立
平
は
神
元
組
の
数
が
多
い

の
で
二
一
年
か
け
て
ま
わ
る
こ
と
に
な
る
。

当
番
と
な
っ
た
神
元
組
は
組
の
メ
ン
バ
ー
が
協
力
し
て
祭
礼
の
執
行
に
あ
た
る
と

と
も
に
、
祭
礼
の
執
行
の
中
心
と
な
る
祝
ほ
お
り
も
と

元
を
順
番
に
従
っ
て
決
定
す
る
。
祝
元

を
勤
め
る
家
の
順
番
は
、
各
神
元
組
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
図
2
に
示
す
よ
う
に
、

二
〇
〇
〇
年
に
は
穴
野
平
の
提
灯
方
の
神
元
組
（
四
戸
で
構
成
）
の
一
軒
が
祝
元
を

勤
め
た
が
、
こ
の
家
に
つ
ぎ
に
祝
元
が
ま
わ
っ
て
く
る
の
は
、
六
〇
年
後
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
立
平
の
七
五
三
方
で
は
実
に
、
一
二
六
年
に
一
度
と
な
る
。
祝
元
を
出

す
神
元
組
を
ホ
オ
リ
モ
ト
ジ
ガ
ン
と
い
う
。

祝
元
は
か
つ
て
の
神
元
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
祝
元
の
家
に
は
幟
が
か
か

げ
ら
れ
、
祭
礼
の
開
始
に
当
た
っ
て
氏
子
代
表
が
、「
白
鬚
三
柱
明
神
」
と
か
か
れ

た
掛
軸
を
持
参
し
て
祝
元
の
家
の
床
の
間
に
掲
げ
る
。
祝
元
の
こ
の
ほ
か
の
役
割
と

し
て
重
要
な
の
は
、
濁
酒
の
製
造
と
神
元
座
の
差
配
、
参
拝
客
の
接
待
な
ど
で
あ
る
。

祝
元
は
所
属
す
る
神
元
組
の
助
け
を
得
て
こ
れ
を
行
う
。
ま
た
、
同
じ
平
の
ほ
か
の

神
元
組
は
ス
ケ
と
称
し
て
、
当
番
の
神
元
組
を
支
援
す
る
。
こ
の
よ
う
な
祝
元
の
役

資料：『神官名簿』（白鬚田原神社）
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平の順番－－［立平］→［穴野平］→［岡平］

立平
穴野平
岡平

立平(7）

岡平(5）穴野平(5）

穴野平
(5）

A B

C
E D

神元
（18軒）

神元組
＜当屋順序＞
　①穴野平→岡平→立平
　②神元組（A/B/C/D…）
　③神元組内順番（1/2/3/4…）
＜当屋間隔＞（岡平）
　 3×5×4＝60年に１回

祝元

祝元

提灯

繰出

衣装

神元組代表
神元組

駕与丁

楽人

ジガン

（1908）

（2000）

（2002）

1 2
4 3

1 2
4 3

1 2
4 3

幕(3）→幟(3）→流鏑馬場(2）→衣装(4）→七五三(6）→場銭(4）→提灯(4）
提灯(4）→駕与丁(4）→楽人(4）→衣装(5）→繰出(5）
繰出(5）→七五三(4）→楽人(4）→衣装(4）→［幟方(2)？］

＜岡平＞
幟→繰出→七五三→楽人→衣装

　　　　＜立平＞
流鏑馬場→衣装→七五三→場銭→
→提灯→幕→幟

場銭

幕

幟

流鏑馬場

＜穴野平＞
提灯→駕与丁→楽人→
→衣装→繰出

A B

C
EFG D

A B

C
E D

岡平
(5）

立平
(7）

幟

提灯

繰出

衣装

衣装
七五三

七五三

楽人

（2001）

割
を
見
る
と
、
祝
元
の
家
に
神
社
の
掛
軸
を
掛
け
る
点
に
わ
ず
か
に
神
聖
性
が
認
め

ら
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
役
割
は
、
祭
礼
の
準
備
・
接
待
と
い
っ
た
役
割
で
あ
り
、

か
つ
て
の
神
元
が
ど
の
程
度
の
神
聖
性
を
持
っ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

現
在
の
祝
元
の
神
聖
性
は
き
わ
め
て
低
く
、
祭
礼
の
下
準
備
の
役
割
が
大

き
い
。

祭
礼
「
ど
ぶ
ろ
く
祭
り
」
の
儀
礼
過
程

白
鬚
田
原
神
社
の
例
大
祭
は
、
一
〇
月
一
七
日
、
一
八
日
の
両
日
行
わ

れ
、
一
般
に
ど
ぶ
ろ
く
祭
り
と
よ
ば
れ
る
。
ど
ぶ
ろ
く
を
造
っ
て
神
に
そ

な
え
る
と
と
も
に
、
参
拝
客
を
接
待
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
名
前
で
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
祭
り
に
は
近
郷
近
在
か
ら
の
多
く

の
参
拝
客
で
に
ぎ
わ
う
。
出
店
も
非
常
に
多
い
。

白
鬚
田
原
神
社
の
祭
礼
の
概
要
は
表
4
に
示
す
と
お
り
で
あ
る

（
二
〇
〇
〇
年
の
場
合
）。
祭
り
は
、
九
月
二
五
日
の
醸
造
始
め
に
よ
っ
て

開
始
さ
れ
、
一
〇
月
一
九
日
の
ハ
ケ
ア
ゲ
を
も
っ
て
終
了
す
る
。
九
月

二
五
日
に
祝
元
が
仕
込
ん
だ
ど
ぶ
ろ
く
は
、
一
〇
月
八
日
に
関
係
者
が
試

飲
す
る
口
開
け
式
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
こ
の
日
に
税
金
額
確
定
の
た
め
の

税
務
署
検
査
が
行
わ
れ
る
。
一
〇
月
一
二
日
に
は
、
早
朝
、
祝
元
の
家
に

白
鬚
田
原
神
社
の
掛
軸
が
掛
け
ら
れ
あ
と
、
霜
消
し
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
が

あ
る
。
ま
ず
、
神
社
の
拝
殿
に
お
い
て
、
第
一
回
目
の
神
元
座
と
称
す
る

座
が
い
と
な
ま
れ
た
あ
と
、
神
社
前
の
桂
川
で
禊
神
事
が
行
わ
れ
る
。
参

加
す
る
の
は
、
宮
司
、
神
官
、
惣
代
、
氏
子
代
表
の
七
名
で
、
祝
元
は
禊

に
加
わ
ら
な
い
。
こ
の
点
で
も
祝
元
の
神
聖
性
は
さ
し
て
観
念
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
に
見
え
る
。
禊
神
事
の
あ
と
、
ふ
た
た
び
神
社
に
戻
っ
て
第

二
回
目
の
神
元
座
が
営
ま
れ
る
。
こ
の
日
の
神
元
座
は
こ
の
二
回
で
あ

る
。
神
元
座
の
終
了
後
、
精
進
人
は
集
落
の
入
口
な
ど
六
ヶ
所
に
幟
を
立

て
る
。
こ
れ
を
ハ
ケ
オ
ロ
シ
と
い
う
。
一
〇
月
一
六
日
に
は
精
進
人
が
豊

後
高
田
の
海
浜
に
行
っ
て
、
潮
を
汲
む
。
一
〇
月
一
七
日
に
は
前
日
祭
の

神
事
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
第
三
回
目
の
神
元
座
が
あ
る
。
こ
の
神
元
座

は
、
一
〇
月
一
二
日
の
神
元
座
と
は
参
加
者
、
内
容
が
異
な
る
。
一
八
日

図2　白鬚田原神社の祝元順序
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は
例
祭
当
日
で
、一
〇
時
か
ら
神
事
が
あ
り
、神
を
神
輿
に
移
し
た
後
、お
旅
所
（
従

来
は
神
社
と
真
向
か
い
の
山
の
中
に
あ
っ
た
が
、
神
輿
を
担
ぎ
上
げ
る
の
が
難
し
く

な
っ
た
の
で
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
平
地
に
移
し
た
）
ま
で
の
神
幸
祭
が
行
わ
れ
る
。

夕
方
、神
輿
が
白
鬚
田
原
神
社
に
戻
る
と
拝
殿
で
第
四
回
目
の
神
元
座
が
営
ま
れ
る
。

翌
一
九
日
に
後
片
付
け
と
、
幟
の
撤ハケ
ア
ゲ去
が
行
わ
れ
て
、
例
大
祭
は
終
了
す
る
。

こ
こ
で
こ
の
例
大
祭
を
神
元
座
に
注
目
し
て
さ
ら
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
神
元
座

は
一
七
の
神
元
の
代
表
が
着
座
し
て
営
む
座
で
あ
り
、
宮
座
と
し
て
の
白
鬚
田
原
神

社
の
祭
祀
組
織
の
中
核
を
な
す
座
で
あ
る
が
、
最
近
は
欠
席
す
る
神
元
や
女
性
の
参

加
も
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
白
鬚
田
原
神
社
の
例
大
祭
で
は
、
四
回
に
わ

た
っ
て
神
元
座
が
営
ま
れ
る
。
神
元
座
の
座
に
は
二
種
類
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
一
〇

月
一
二
日
の
霜
消
し
行
事
に
行
わ
れ
る
神
元
座
で
、
若
干
異
な
る
が
、
基
本
的
に
は

神
元
の
座
で
あ
り
こ
れ
に
宮
司
、
神
官
、
氏
子
会
長
な
ど
が
参
加
す
る
形
を
と
る
も

の
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
一
〇
月
一
八
日
の
例
祭
に
開
催
さ
れ
る
二
回
の
神
元
座

で
、
神
元
を
中
心
と
す
る
座
に
宮
司
、
神
官
ら
の
座
が
別
に
設
け
ら
れ
る
神
元
座
で

あ
る
。
一
〇
月
一
二
日
の
神
元
座
を
図
3
（
左
図
）
に
よ
っ
て
見
る
と
、
正
面
に
宮

司
、
神
官
、
氏
子
会
長
が
着
座
し
、
両
脇
に
惣
代
、
神
元
、
上
沓
掛
区
長
、
筌
口
区
長
、

石
丸
区
長
、
石
丸
楽
人
が
着
座
す
る
。
神
元
に
つ
い
て
は
、
座
順
は
き
め
ら
れ
て
い

な
い
が
、
神
元
が
着
座
す
る
範
囲
は
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
神
元
座
の
全
体
的
な

差
配
は
宮
司
が
行
い
、ど
ぶ
ろ
く
な
ど
の
接
待
は
祝
元
と
祝
元
神
元
で
行
う
。
座
は
、

宮
司
の
「
こ
れ
よ
り
霜
消
し
を
差
し
上
げ
ま
す
」
の
言
葉
で
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
神

元
座
で
は
、
ど
ぶ
ろ
く
が
振
舞
わ
れ
る
。
2
回
目
の
神
元
座
の
参
加
者
も
第
一
回
目

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
二
回
目
も
宮
司
が
差
配
し
、祝
元
と
祝
元
神
元
が
給
仕
す
る
。

二
回
目
に
は
、
仕
出
し
弁
当
が
出
さ
れ
る
。

一
〇
月
一
七
日
、
一
八
日
の
二
回
の
神
元
座
は
、
こ
れ
と
は
参
加
者
、
座
順
も
異

な
る
。
図
3
（
右
図
）
に
示
す
よ
う
に
、
向
か
っ
て
左
側
に
、
氏
子
会
長
、
神
元
、

祝
元
、
惣
代
（
二
人
）、
上
沓
掛
、
筌
口
、
石
丸
各
区
長
、
石
丸
楽
人
が
着
座
し
、

右
側
に
宮
司
、
神
官
、
弁
官
と
こ
れ
を
接
待
す
る
精
進
人
、
神
饌
所
、
惣
代
（
担
当
）

 9/25   醸造始め 深夜より米を蒸す。仕込み神事。
10/08 口開式 口開式神事。税務署検査。
　 12 霜けし 神元座①（A神元組代表＋神官＋役員＋区長）。桂川で禊ぎ神事。禊ぎ（7人）。

神元座②（A）。禊斎式神事。ハケオロシ。
　 16 潮汲み 豊後高田の浜。精進人。
　 17 前日祭 神事。神元座③（A＋ B神官・弁官＋惣代・神饌所）
　 18 例祭 例祭神事。神幸祭（お旅所へ神幸）。神元座④（③に同じAB）。
　 19 ハケアゲ 注連縄・幕の撤去。祝元組の直会。

表4　白鬚田原神社祭礼概要

［石丸楽人］ ［石丸楽人］［神元］ ［神元］

［神元］

A B

［神元］

氏子
会長
宮司
神官

石丸区長
氏子会長

上沓掛
　区長

祝元組

祝元

祝元

＜神元座①＞(2000/10/12)霜消し　（拝殿） ＜神元座④＞(2000/10/18)例祭　　（拝殿）

石
丸

筌
口

区
長

惣
代

惣
代

惣
代

惣
代

惣
代

筌
口

弁
官
神
官
宮
司 神

饌
所 精

進
人

担
当

図3　神元座
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が
着
座
す
る
。
つ
ま
り
、
神
職
の
座
と
宮
座
で
あ
る
神
元
の
座
が
別
々
に
設
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
神
職
の
座
で
は
、餅
と
大
根
の
漬
物
を
載
せ
た
お
膳
が
出
さ
れ
る
が
、

神
元
の
座
に
は
膳
は
な
い
。
神
元
の
座
に
は
座
の
進
行
中
に
餅
と
大
根
の
漬
物
が
出

さ
れ
る
。
こ
の
座
の
全
体
的
な
差
配
は
宮
司
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
接
待
は
神
職

側
が
惣
代
、
神
元
の
座
の
側
は
祝
元
と
祝
元
神
元
が
受
け
持
つ
。
こ
の
神
元
座
を
み

る
と
、
神
職
側
の
座
と
神
元
側
の
座
が
個
別
性
を
持
ち
つ
つ
も
、
あ
る
時
か
ら
合
体

さ
れ
た
よ
う
に
お
も
え
る
。

（
3
）田
原
若
宮
八
幡
社
の
宮
座

つ
ぎ
に
上
沓
掛
の
北
側
に
隣
接
す
る
永
松
集
落
（
三
八
戸
）
の
田
原
若
宮
八
幡
社

の
宮
座
組
織
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
白
鬚
田
原
神
社
の
宮
座
組
織
と
同
じ
よ

う
に
、
田
原
若
宮
八
幡
社
の
宮
座
組
織
で
も
明
治
末
期
に
大
き
な
改
変
が
あ
り
、
神

元
の
祭
祀
か
ら
神
元
組
の
祭
祀
に
変
化
す
る
と
と
も
に
、
大
正
末
期
に
は
、
当
屋
中

心
の
祭
祀
か
ら
宮
役
と
呼
ば
れ
る
集
落
の
祭
祀
役
員
中
心
の
祭
祀
に
変
化
し
、
宮
座

組
織
の
変
化
が
さ
ら
に
著
し
い
。
田
原
若
宮
八
幡
社
は
か
つ
て
の
荘
園
領
主
で
あ
っ

た
宇
佐
八
幡
を
分
祀
し
た
と
さ
れ
〔
石
井
進
一
九
九
五
〕、田
原
荘
宗
社
と
さ
れ
る
が
、

現
在
の
氏
子
は
永
松
集
落
に
限
定
さ
れ
る
。
一
一
月
二
日
、
三
日
に
行
わ
れ
る
例
祭

に
参
加
す
る
の
も
、
ほ
ぼ
永
松
の
氏
子
の
み
で
あ
る
。

田
原
若
宮
八
幡
社
の
祭
祀
組
織
は
、
神
官
、
神
社
役
員
、
神
元
座
、
祝
元
組
で
構

成
さ
れ
る
。
神
官
は
祭
礼
時
に
田
染
八
幡
神
社
の
宮
司
が
来
て
、
祭
祀
に
あ
た
る
。

神
社
役
員
は
氏
子
代
表
（
一
人
）、
宮
役
（
三
人
）、
馬
乗
（
一
人
）
で
構
成
さ
れ
る
。

こ
の
う
ち
宮
役
は
、
大
正
一
二
年
（
一
九
二
一
）
こ
ろ
か
ら
新
た
に
作
ら
れ
た
役

職
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
、
徐
々
に
田
原
若
宮
八
幡
社
の
祭
祀
は
神
元
座
、
祭
座
か
ら

宮
役
に
移
行
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
決
定
的
に
し
た
の
が
、
昭
和
二
一
年

（
一
九
四
六
）
の
祭
座
の
取
り
や
め
で
あ
る
。『
明
治
三
十
八
年
以
降　

田
原
若
宮
八

幡
社
例
祭
控
簿
』〔
一
九
〇
五
年
〕
の
昭
和
二
一
年
の
記
事
に
、「
昭
和
二
一
年
大
祭

よ
り
氏
子
の
協
議
に
よ
り
祭
座
は
取
止
め
に
決
定
し
、
す
べ
て
の
大
祭
の
諸
準
備
は

氏
子
惣
代
及
び
宮
役
に
よ
り
神
社
に
於
て
施
行
す
る
こ
と
に
決
す
」
と
あ
る
の
が
こ

れ
で
あ
る
。
現
在
の
田
原
若
宮
八
幡
社
の
例
祭
は
、
宮
役
、
と
く
に
宮
代
官
を
中
心

と
し
て
行
わ
れ
、神
元
組
、祝
元
組
は
祭
礼
準
備
の
下
準
備
を
担
う
に
す
ぎ
な
く
な
っ

て
い
る
。

宮
役
三
人
の
う
ち
一
人
は
「
宮
代
官
」
と
呼
ば
れ
、
田
原
若
宮
八
幡
社
の
祭
祀
を

す
べ
て
取
り
仕
切
る
。
ほ
か
の
一
人
は
「
御
供
所
」
と
よ
ば
れ
、
供
物
の
調
製
に
当

た
る
。
本
殿
脇
に
あ
る
御
供
所
は
、
女
性
の
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
る
神
聖
な
場
所

と
さ
れ
、こ
こ
で
神
饌
や
神
元
座
の
膳
な
ど
が
調
製
さ
れ
る
。
三
人
目
の
宮
役
は「
鳥

追
い
」
と
も
呼
ば
れ
、
宮
代
官
を
補
佐
し
て
儀
礼
の
遂
行
に
あ
た
る
。
田
原
若
宮
八

幡
社
の
祭
礼
に
当
た
っ
て
は
、
宮
役
は
神
主
の
装
束
を
ま
と
い
、
と
き
に
は
宮
代
官

が
境
内
末
社
の
祝
詞
を
奏
上
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
み
て
、
現
在

の
祭
祀
に
お
い
て
は
、
宮
役
の
方
に
神
聖
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は

田
原
若
宮
八
幡
社
の
祭
祀
に
お
け
る
大
き
な
変
化
で
あ
る
。「
馬
乗
」
は
、
現
在
は

一
一
月
三
日
の
馬
揃
え
の
神
事
に
参
加
す
る
の
が
唯
一
の
役
割
で
あ
る
が
、
か
つ
て

は
流
鏑
馬
行
事
の
担
い
手
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
明
治
三
八
年
以
後
組
織
さ
れ
た
神
元
組
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
田
原

若
宮
八
幡
社
文
書
の
う
ち
、『
明
治
三
十
八
年
以
降　

田
原
若
宮
八
幡
社
例
祭
控
簿
』

〔
一
九
〇
五
年
〕
に
よ
れ
ば
、
以
前
は
一
七
軒
の
神
元
が
順
番
に
祭
祀
の
中
心
と
な
る

「
祭
座
」
と
な
り
「
寄
子
」
の
助
力
を
得
て
祭
祀
を
実
行
し
て
き
た
が
、以
後
は
「
総

神
元
」
と
な
り
、
当
時
の
四
二
軒
す
べ
て
が
神
元
を
つ
と
め
る
体
制
と
な
っ
た
（
図

4
）。
こ
の
改
変
は
、
白
鬚
田
原
神
社
の
同
時
期
の
改
変
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
総

神
元
と
な
っ
て
、
神
元
組
が
組
織
さ
れ
、
こ
の
神
元
組
が
交
替
で
祭
り
当
番
を
担
う

こ
と
に
な
っ
た
。
総
神
元
と
い
い
な
が
ら
も
、
す
べ
て
の
家
が
個
々
に
当
屋
を
勤
め

る
体
制
に
な
ら
な
か
っ
た
点
も
白
鬚
田
原
神
社
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

最
近
の
神
元
座
の
構
成
は
表
5
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
に
は
一
七

の
神
元
組
が
あ
っ
た
が
、「
佐
津
ま
園
」
に
家
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
現

在
は
一
六
組
と
な
っ
て
い
る
。
田
原
若
宮
八
幡
社
の
神
元
組
は
文
書
に
「
屋
敷
名
」
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―①上園 7戸

―②中村（上） 5

―③中村（下） 5

―④下村（上） 7

―⑤下村（中） 6
↓⑥下村（下） 6

と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
一
の
神
元
組
を
構
成
し
て
い
る
家
々
は
地
理
的
に

近
接
し
、
し
た
が
っ
て
神
元
組
は
地
縁
的
な
組
織
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
白

鬚
田
原
神
社
の
神
元
組
と
異
な
る
。
こ
れ
は
、
明
治
三
八
年
の
改
変
時
に
旧
来
の
神

元
と
周
辺
の
寄
子
（
多
く
は
分
家
筋
の
家
）
を
ひ
と
つ
の
神
元
組
に
組
織
し
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。
神
元
組
の
範
囲
は
、
永
松
の
村
組
（
上
園
、
中
村
、
下
村
）
を
越

え
る
こ
と
は
な
い
。
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
年
）
に
神
元
組
が
組
織
さ
れ
て
以
来
、

今
日
に
至
る
ま
で
再
編
成
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
一
九
七
一
年
ま
で
は
神
元

組
が
交
替
で
祭
礼
の
当
番
を
勤
め
て
い
た
が
、
一
九
七
一
年
に
新
た
に
祝
元
組
（
当

初
は
一
〇
組
、
現
在
は
六
組
）
が
編
成
さ
れ
て
以
降
は
、
祝
元
組
が
当
番
を
つ
と
め

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
神
元
組
の
戸
数
が
過
疎
化
な
ど
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す

減
少
し
、
神
元
組
単
独
で
は
祭
り
の
当
番
を
実
行
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
以
降
の
神
元
組
は
表
5
に
示
す
よ
う
に
、
一
戸
か
ら
三
戸
の
家
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
最
近
は
ま
す
ま
す
戸
数
の
減
少
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。

一
九
七
一
年
に
組
織
さ
れ
た
祝
元
組
は
、
い
く
つ
か
の
神
元
組
を
地
域
的
に
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
祝
元
組
の
地
域
的
範
囲
も
ま
た
村
組
を
こ
え
る

こ
と
は
な
い
。
現
在
の
六
組
の
祝
元
組
は
、
五
〜
七
戸
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
祝
元

組
は
幟
の
上
げ
下
げ
、
神
社
の
清
掃
な
ど
祭
礼
の
下
準
備
に
あ
た
る
。
と
く
に
、
祝

元
を
特
定
す
る
こ
と
も
な
く
、
祝
元
の
名
は
ま
さ
し
く
名
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
。

白
鬚
田
原
神
社
の
祝
元
に
比
べ
て
も
、
田
原
若
宮
八
幡
社
の
祝
元
に
は
神
聖
性
が
ほ

と
ん
ど
な
い
。

表
7
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
行
わ
れ
た
田
原
若
宮
八
幡
社
の
例
祭
の
概
要
を
し
め
し

た
も
の
で
あ
る
。
田
原
若
宮
八
幡
社
の
例
祭
は
、
一
〇
月
二
八
日
の
ハ
ケ
オ
ロ
シ
に

図4　神元から神元組へ

神元
（17/42）

 
○○○○●●●
 ○○○○●●●
 ○○○○●●●
 ○○○○●●●
 ○○○○●●●
 ○○○○●●●

○● ○●○ ○ ●
○● ○●○ ○ ●
○● ○●○ ●
○● ○●○ ●
○● ○●○
○● ○●○

（1905） （36/36）

神元組代表

神元組

地区 番号 屋敷名 1979 2000

上
園

1 十畠 2 1
2 鍛冶屋敷 3 2
3 庄屋園 3 2
4 南の園 2 2

中
村

5 中園 1 1
6 となり屋敷 3 2
7 くぬ木 3 3
8 百迫 3 2
9 びわ迫 3 2

下
村

10 小迫 3 3
11 蜷園 2 2
12 新城屋敷 2 2
13 瓦下 3 3
14 上西 3 3
15 山下 3 3
16 佐津ま園 2 0
17 花の木 3 3

計 44 36

表5　神元組の構成

1979 2000
3 11 6
2 5 8
1 1 2
0 0 1
計 44 36

表6　神元組戸数〈祝元組順番〉

①
②

④
⑤

⑥

図6　〈神元組〉（2000/11/03）

　　　　　　○○○○○○○○
　　　　　　＊＊＊＊＊＊＊＊★　□馬乗　
　宮役○　　　　　　　　　　★　□宮代官
　宮役○　　　　　　　　　　★　■宮司　　
　（給仕）　　＊＊＊＊＊＊＊＊★　□氏子会長
　　　　　　○○○○○○○○
　　　　　　神元組代表
　　　　　　　　　　　　　（★本膳、＊半膳）

　図5　祝元組順番
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始
ま
り
、
一
一
月
四
日
の
ハ
ケ
ア
ゲ
を

も
っ
て
終
了
す
る
。例
祭
は
一
一
月
二
日
、

三
日
の
両
日
に
行
わ
れ
る
。川
で
の
潔
斎
、

神
元
座
、
神
幸
祭
な
ど
白
鬚
田
原
神
社
の

祭
礼
と
共
通
す
る
部
分
が
多
い
が
、
か
つ

て
の
流
鏑
馬
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
馬

揃
え
神
事
は
白
鬚
田
原
神
社
に
は
な
い
儀

礼
で
あ
る
。
ま
た
、
田
原
若
宮
八
幡
社
の

例
祭
で
は
ど
ぶ
ろ
く
で
は
な
く
、
甘
酒
が

供
え
ら
れ
振
舞
わ
れ
る
。
甘
酒
の
調
製
は

祝
元
組
が
行
う
。
神
元
座
は
例
祭
神
事
の

後
に
開
か
れ
、
神
元
座
の
あ
と
に
神
幸
祭

が
行
わ
れ
る
。
神
元
座
は
図
6
に
示
す
形

で
社
務
所
で
行
わ
れ
る
。
神
元
座
の
参
加

者
は
一
六
の
神
元
の
代
表
者
、
宮
司
、
氏

子
代
表
、
宮
代
官
な
ど
宮
役
三
人
で
あ

る
。
神
元
組
代
表
は
一
六
人
が
必
ず
参
加

す
る
。
一
六
人
が
参
加
し
な
け
れ
ば
神
元

座
が
開
催
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。宮
司
、

氏
子
会
長
、
宮
代
官
、
馬
乗
に
は
本
膳
と

呼
ぶ
膳
が
出
さ
れ
る
。
神
元
組
代
表
に
は

半
膳
が
出
さ
れ
る
。
本
膳
は
、
お
こ
わ
を

固
め
た
キ
ョ
ウ
（
京
）、
お
沓
形
餅
四
枚
、

栗
、
柿
、
山
芋
、
半
膳
は
お
沓
形
餅
二
枚

と
キ
ョ
ウ
で
あ
る
。
給
仕
は
宮
役
が
勤
め

る
が
、
甘
酒
の
給
仕
は
祝
元
組
が
行
う
。

永
松
で
は
神
元
座
は
神
幸
祭
の
開
始
を
承

認
す
る
場
と
さ
れ
、
神
元
座
を
経
て
は
じ
め
て
神
幸
祭
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で

は
神
元
座
は
単
な
る
直
会
で
は
な
い
。

宮
座
組
織
を
中
心
に
、
白
鬚
田
原
神
社
と
田
原
若
宮
八
幡
社
の
宮
座
組
織
と
祭
礼

の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
祭
祀
組
織
の
変
化
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

両
者
と
も
明
治
末
期
の
改
変
に
と
も
な
う
株
座
か
ら
村
座
へ
の
変
化
、
つ
ま
り
神
元

が
担
っ
て
き
た
祭
祀
形
態
を
廃
止
し
て
、
神
元
組
に
よ
る
祭
祀
に
変
化
し
た
点
で
あ

る
。
神
元
の
拡
大
を
神
元
組
と
い
う
組
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
行
し
た
点
に

こ
の
改
変
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
有
力
家
の
衰
退
が
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
改
変
は
近
畿
地
方
の
宮
座
の
変
化
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
改
変
に
よ
っ
て
神
元
組
が
編
成
さ
れ
た
が
、
祭
祀
の
中
心
と

な
る
祝
元
の
祭
祀
的
役
割
の
変
化
、
神
聖
性
の
衰
退
を
引
き
起
こ
し
た
。
と
く
に
、

田
原
若
宮
八
幡
社
の
場
合
は
、
大
正
末
期
か
ら
宮
役
と
呼
ば
れ
る
神
社
役
員
に
よ
っ

て
、
祭
祀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
む
し
ろ
宮
役
の
方
に
神
聖
性
が
付
与
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

❹「
当
屋
制
」の
類
型
と
地
域
性

こ
れ
ま
で
中
国
地
方
の
広
島
県
三
原
市
山
間
部
の
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
、
北
部

九
州
国
東
半
島
の
白
鬚
田
原
神
社
と
田
原
若
宮
八
幡
社
の
宮
座
組
織
に
つ
い
て
分
析

し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
ほ
か
の
事
例
を
含
め
て
、
宮
座
に
お
け
る
当
屋
と
は

何
か
、
当
屋
制
の
比
較
、
お
よ
び
現
代
に
お
け
る
宮
座
の
変
化
に
つ
い
て
、
総
括
的

に
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

（
1
）当
屋
と
は
何
か

宮
座
を
内
部
構
造
か
ら
規
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
当
屋
の
問
題
、
つ
ま
り
「
当

屋
と
は
な
に
か
」
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
肥
後
和
男
〔
一
九
四
〇
〕
が
指
摘
す
る

よ
う
に
（
表
8
）、
宮
座
に
は
、
祭
儀
を
司
る
神
主
と
共
同
飲
食
や
祭
礼
の
準
備
に

10/28  ハケオロシ 13：00　神事。拝殿。境内、辻、御旅所への注連縄張り。
10/30 潮汲み 　　　　豊後高田。宮代官 1人。
　 02 餅搗き  8：00　宮役 3人。餅搗き。「お京」など供物の準備。小餅作り。本膳・半膳。

前日祭 15：17　神官、宮官、氏子総代など 5名による拝殿での神事（15：35 終了）。
　 03 禊ぎ  8：00　桂川のみそぎ場に御幣設置。神官、宮役 2人による禊ぎ。
　 17 馬揃え神事  8：35　旧馬場→拝殿。膳は宮役が準備。馬乗役が参加。
　 18 例祭神事 13：00　拝殿下手→本殿に向かって正面。献饌。祝詞、玉串。撒饌。
　 19 神元座 13：44　社務所。神酒と甘酒のお下り、お上り。幣串の配布。拝礼。神幸依頼。

神幸 14：02　神霊移し。御旅所までのご神幸、御旅所儀礼、村をまわる。神輿くぐり。
　 04 ハケアゲ  9：00　祝元組が集合。かたづけ。直会。宮役が祝元組を慰労する。

表7　2000年の儀礼過程
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　　表8　宮座の主宰者と舗設者（肥後和男（1941）『宮座の研究』）
　　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　　　主宰者　　神主　　祭儀を掌る　　　　献燈、献饌、祝詞奏上、神殿並境内の清掃
　　　舖設者　　当屋　　共同飲食の準備　　御幣、神酒、神饌
　　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　表9　神主と当屋の多様性
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　　　　　　　　　　　　　 神主　　 村神主　　　座管理者   当番神主　　  当屋
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　滋賀県東近江市青山  ○ ― 　　―　　　　○（当屋を兼ねる）
　滋賀県野洲市三上  ○ ― 　　○　　　　―　　　　　○
　奈良県室生村多田・染田 ○ ○（一老）　　 ―　　　　―　　　　　○
　奈良県天理市荒蒔  ○ ○（村神主）　 ―　　　　―　　　　　○
　広島県久井稲生神社 ○ ― 　　○　　　　―　　　　　○
　大分県杵築市永松  ○ ○（宮役）　　 ―　　　　○（かつては当屋を兼ねる）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

当
た
る
当
屋
が
存
在
す
る
。
肥
後
和
男
の
用
語
に
従
う
な
ら
、
前
者
は
宮
座
の
主
宰

者
で
あ
り
、
後
者
は
舗
設
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
は
多
様
な
形
で
存
在
し
、

両
者
が
明
確
に
区
分
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

表
9
は
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
宮
座
に
お
け
る
主
宰
者
と
舗
設
者
を
一
応
整
理
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
主
宰
者
と
舗
設
者
の
存
在
形
態
は
、
五
つ
に

分
類
で
き
る
。
第
一
は
職
業
神
主
、
第
二
は
い
わ
ゆ
る
村
神
主
で
あ
る
。
村
神
主
と

い
う
名
称
は
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
が
、
氏
子
の
中
か
ら
あ
る
程
度
の
期
間
、
固
定
し

て
祭
礼
を
司
祭
す
る
役
割
で
あ
り
、
奈
良
県
で
は
「
一
老
」「
宮
年
寄
」
な
ど
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
毎
年
交
替
す
る
当
番
神
主
と
は
別
で
あ
る
。
第
三
は
、
座
の

管
理
者
で
あ
る
。
座
の
管
理
者
は
座
の
当
番
帳
を
管
理
し
た
り
、
毎
年
の
当
屋
を
決

定
す
る
な
ど
座
全
体
の
運
営
を
管
理
す
る
役
割
を
果
た
す
。
滋
賀
県
の
御
上
神
社
の

宮
座
で
は
「
公
文
」、
広
島
県
の
久
井
稲
生
神
社
で
は
、「
座
頭
」「
触
頭
」
と
呼
ば

れ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
座
の
管
理
者
が
存
在
す
る
御
上
神
社
と
久
井
稲
生
神
社
の

宮
座
は
複
数
の
座
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
複
数
の
座
の
存
在
が
座
の
管
理
者

を
必
要
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
第
四
は
、
当
番
神
主
で
あ
り
、
一
年
神
主
、
年

番
神
主
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
く
、
一
般
的
に
は
毎
年
交
替
す
る
。
氏
子
が
交
代
で

祭
祀
を
司
る
神
主
を
勤
め
る
か
ら
、
こ
の
当
番
神
主
は
神
主
の
古
い
形
態
を
と
ど
め

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
当
番
神
主
を
滋
賀
県
青
山
で
は
当
屋
と
呼
び
、
祭
祀
の

準
備
役
も
兼
ね
て
い
る
。
第
五
の
当
屋
は
、
祭
祀
の
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
に
当
た
る
役

で
あ
り
、
こ
れ
が
当
屋
と
呼
ば
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
当
屋
が
主
宰
者
の
役
割

を
果
た
す
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
な
い
。
こ
の
五
つ
の
主
宰
者
と
舗
設
者
の
存
在
形

態
を
み
る
と
、
職
業
神
主
と
、
当
番
神
主
も
し
く
は
当
屋
が
宮
座
に
必
須
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
当
番
神
主
と
当
屋
を
別
々
に
し
て
い
る
宮
座
は
な
い
。

こ
こ
で
当
屋
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
た
ち
戻
る
と
、
当
屋
と
は
、
祭
祀
に
お
い

て
舗
設
的
役
割
を
担
う
家
（
家
族
、
者
）
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
宮
座
の
主
宰
者
と

し
て
の
一
定
の
役
割
を
果
た
す
当
屋
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宮
座
組
織
に
お
い
て

当
屋
と
は
、
主
宰
者
も
し
く
は
舗
設
者
の
役
割
を
担
う
家
（
家
族
、
者
）
で
あ
っ
て
、

し
か
も
こ
れ
を
交
替
で
勤
め
る
場
合
と
規
定
し
た
い
。「
頭
屋
」
で
は
な
く
、「
当
屋
」

の
用
語
を
使
う
の
は
、順
番
に
交
替
で
役
を
勤
め
る
と
こ
ろ
に
宮
座
の
本
質
が
あ
る
、

こ
と
を
強
調
す
る
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
宮
座
の
本
質
は

長
期
的
な
対
等
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
短
期
的
な
長
を
意
味
す
る
頭
屋

は
採
用
し
な
い
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
祭
儀
を
司
る
役
割
が
職
業
的
神
主
に
移
行

し
つ
つ
あ
る
現
在
、
当
屋
の
役
割
は
、
限
定
的
な
司
祭
的
役
割
か
供
物
、
神
饌
の
調
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製
な
ど
の
役
割
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
当
屋
を
単
な
る
祭
礼
当
番
と
区
分
す

る
た
め
に
は
、
一
定
の
神
聖
性
が
備
わ
っ
た
当
番
を
当
屋
と
考
え
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
オ
ハ
ケ
な
ど
の
依
代
、
湯
立
な
ど
に
よ
っ
て
当
屋
に
神
を
迎
え
た
り
、
当
屋

の
空
間
に
注
連
縄
を
か
け
た
り
、
禊
ぎ
に
よ
っ
て
身
体
を
清
め
た
り
す
る
こ
と
な
ど

が
、
当
屋
の
神
聖
性
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
各
地
の
宮
座
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
神
聖
性
を
持
っ
た
役
割
を
当
屋
と
し
、
こ
の
当
屋
を
メ
ン
バ
ー
間
で
順
番
に
回

し
て
行
く
の
が
当
屋
制
で
あ
る
。

（
2
）「
家
当
屋
制
」と「
組
当
屋
制
」

つ
ぎ
に
近
畿
地
方
の
宮
座
と
中
国
・
九
州
地
方
の
宮
座
の
構
造
的
差
異
に
つ
い
て

検
討
し
て
み
よ
う
。
表
10
は
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
各
地
の
宮
座
を
比
較
し
た
も
の
で

あ
る
。
ま
ず
、
滋
賀
県
・
奈
良
県
な
ど
近
畿
地
方
の
宮
座
は
、
宮
座
の
類
型
、
座
数
、

当
屋
順
序
な
ど
に
は
細
か
な
差
異
は
見
ら
れ
る
が
、
第
一
に
、
宮
座
の
構
成
単
位
が

家
で
あ
り
、
当
屋
の
順
番
は
直
接
、
家
々
の
順
序
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
二
に
、
当
屋
の
回
転
期
間
が
比
較
的
短
く
、
ほ
ぼ
一
世
代
に
一
回
、
当
屋
が
回
っ

て
く
る
こ
と
を
基
本
に
宮
座
の
構
成
戸
数
や
座
の
数
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
し

た
が
っ
て
、
戸
数
が
増
加
し
た
場
合
、
座
の
中
に
上
座
・
下
座
を
設
定
す
る
な
ど
し

て
、
一
世
代
に
一
回
の
原
則
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
地
方
の
宮
座
に
つ
い
て
、
さ
き
に
示
し
た
広
島
県
の
久
井

稲
生
神
社
お
よ
び
岡
山
県
阿
哲
郡
神
郷
町
高
瀬
（
崔
杉
昌
氏
調
査
）、
山
口
県
防
府

市
春
日
神
社
（
市
川
秀
之
氏
調
査
）、岡
山
県
建
部
町
の
名
主
座
（
薗
部
寿
樹
氏
調
査
）

な
ど
の
宮
座
を
比
較
分
析
す
る
と
、
ほ
ぼ
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
以
下
の
諸
点
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
固
有
名
詞
を
も
つ
「
名
み
ょ
う」

な
い
し
「
名
」
に
類

似
す
る
社
会
組
織
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
宮
座
メ
ン
バ
ー
は
名

の
代
表
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
か
ら
名
の
中
で
宮
座
メ
ン
バ
ー
の
交
代
（
譲
渡
、
売

買
に
よ
る
交
代
も
含
む
）
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
宮
座
は
名
の
集

合
体
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
宮
座
メ
ン
バ
ー
の
数
は

名
の
数
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
名
の
中
で
特
定
の
「
名
」
が
優
越
し
た
地

位
を
持
つ
こ
と
。
第
三
に
、「
名
」
に
よ
っ
て
神
前
の
着
座
位
置
が
固
定
し
て
い
る

例
が
多
い
こ
と
。
第
四
に
、
神
官
・
社
家
な
ど
は
別
に
座
を
構
成
す
る
例
が
多
い
こ

と
。
第
五
に
、
名
み
ょ
う
し
ゅ

主
―
寄
子
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
第
六
に
、
当
屋
制
を
規
定

す
る
原
則
と
し
て
年
齢
的
要
素
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
。
こ
れ
は
近
畿
地
方
の
宮
座
と

は
大
い
に
異
な
る
。
第
七
に
、
最
近
、
座
の
権
利
の
譲
渡
、
売
買
が
み
ら
れ
る
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
地
方
の
宮
座
を
見
る
と
、
個
々
の
家
が
直
接
メ
ン

バ
ー
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、「
名
」
を
基
盤
と
し
て
家
が
規
定
さ

れ
て
い
る
と
い
う
性
格
が
強
い
と
い
え
よ
う
。
名
に
名
前
が
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
が
宮

座
の
メ
ン
バ
ー
の
名
前
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
側
面
が
強
い
。

ま
た
、
北
部
九
州
、
国
東
半
島
の
二
つ
の
宮
座
に
も
ほ
ぼ
共
通
し
た
特
徴
が
み
と

め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
こ
の
地
域
の
宮
座
は
、
一
八
軒
前
後
の
有
力
家
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
、
有
力
家
は
地
域
的
に
近
接
す
る
分
家
な
ど
を
寄
子
と
し
て
、
順
番
の
祭
祀

当
番
を
勤
め
て
い
た
が
、
明
治
後
期
に
有
力
家
が
衰
退
す
る
と
、
寄
子
な
ど
と
と
も

に
神
元
組
を
構
成
し
、
以
後
は
神
元
組
を
単
位
に
祭
祀
当
番
が
決
め
ら
れ
た
。
第
二

に
、
神
元
組
の
中
で
、
特
定
の
家
に
当
屋
が
回
っ
て
く
る
期
間
が
、
五
〜
六
〇
年
か

ら
長
い
場
合
は
一
〇
〇
数
十
年
に
及
び
、
近
畿
地
方
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
世
代
に

一
回
と
い
う
観
念
は
な
い
。
家
の
当
屋
順
序
が
直
接
規
定
さ
れ
て
い
な
い
点
も
中
国

地
方
の
宮
座
と
共
通
す
る
。
第
三
に
、
当
屋
制
の
原
理
と
し
て
年
齢
的
要
素
が
ま
っ

た
く
み
ら
れ
な
い
。
宮
座
の
当
屋
を
決
定
す
る
際
に
家
並
み
や
年
齢
な
ど
個
々
の
家

や
家
族
員
の
属
性
は
ま
っ
た
く
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
近
畿
地
方
の
宮
座
と
中
国
地
方
、
北
部
九
州
の
宮
座
の
差
異
を
構
造
的

に
と
ら
え
る
当
屋
制
の
類
型
概
念
と
し
て
、「
家
当
屋
制
」
と
「
組
当
屋
制
」
の
概

念
を
提
示
し
た
い
（
表
11
）。
家
当
屋
制
と
は
、
宮
座
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
家
々
の

当
屋
順
序
を
直
接
指
定
す
る
よ
う
な
原
理
に
も
と
づ
く
当
屋
制
で
あ
り
、
近
畿
地
方

の
当
屋
制
は
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
組
当
屋
制
と
は
当
屋
順
序
が
そ
れ

ぞ
れ
の
宮
座
メ
ン
バ
ー
の
順
序
と
し
て
直
接
指
定
し
な
い
で
、
地
域
、
組
な
ど
の
順
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表10　当屋制の比較
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　県　名　　　　　　　　　滋　賀　県　　　　　 奈良県　　広島県　　　　　　大分県
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　村落名　　　　　三上（171）　　　　　青山（46）荒蒔（45） 久井　　　　　　　国東大田村
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　類型　　　　村座　　　　　　　　　 村座　　　株座　　　株座　　　　　　　株座→村座
　双分制　　　長之家・東・西　　　 　 （一座）   （一座）　　（見子座、東、西）　 （一座）
　村神主　　　――　　　　　　　　 　 ――　　  固定　　　――　　　　　　　宮役（選出）
　当屋順序　　一定順序、親死亡順等　 年齢順　　帳簿順　　一定順序　　　　　当屋組内の順番
　祭費負担　　当屋　　　　　　　　　 宮座　　　当屋　　　宮座・当屋　　　　 集落
　神田　　　　なし（秋祭）　　　　　　  村→個人　 村　　　  今はなし　　　　　  なし
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　当屋制　　　家当屋制　　　　　　　 家当屋制　家当屋制　 組当屋制　　　　　 組当屋制　
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　表１１　家当屋制と組当屋制
　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　　類型　　　　　　　　　　　意味　　　　　　　　　　　　　　　分布地域
　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　　家当屋制　　家 を々直接指定する原理にもとづく当屋制　　　　　　近畿地方の宮座　　　　
　　　　　　　　（家並順、帳簿順、年齢順、親の死亡順など）　　
　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
　　組当屋制　　基本的に組を巡回し、組のなかの家を間接的　　　　播磨以西の中国地方の宮座
　　　　　　　　に指定する当屋制。　　　　　　　　　　　　　　九州北部（国東半島）の宮座
　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

序
に
従
っ
て
当
屋
の
順
序
が
間
接
的
に
規
定
し
て
い
る
当
屋
制
で
あ
り
、
兵
庫
県
播

磨
地
方
以
西
の
中
国
地
方
の
宮
座
、北
部
九
州
国
東
半
島
の
宮
座
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

同
じ
よ
う
に
組
当
屋
制
で
あ
っ
て
も
、
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
は
名
を
基
盤
と
す
る

宮
座
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
国
東
東
半
島
の
宮
座
は
当
屋
順
序
が
村
組
を
媒
介
と
し

て
決
定
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、構
造
が
ま
っ
た
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
当
屋
制

が
地
域
を
別
に
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
宮
座
組
織
の
変
化
の
あ
り
方
が

こ
の
二
つ
の
当
屋
制
の
間
で
差
異
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
宮
座
を
地
域
的
構

造
的
に
と
ら
え
る
概
念
と
し
て
有
効
性
を
持
つ
ば
か
り
で
な
く
、
宮
座
の
変
化
を
明

ら
か
に
す
る
枠
組
と
し
て
も
有
効
性
を
持
つ
と
考
え
る
。

❺
結
語

本
稿
は
、
主
と
し
て
西
日
本
地
域
に
神
社
祭
祀
組
織
と
し
て
広
く
分
布
す

る
宮
座
に
つ
い
て
、
と
く
に
中
国
地
方
と
北
部
九
州
の
宮
座
を
取
り
上
げ
、

こ
れ
を
近
畿
地
方
の
宮
座
と
比
較
分
析
し
て
、
宮
座
の
構
造
と
そ
の
地
域
的

変
差
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
宮
座
の
現
代
的
変
化
に
つ
い
て
も
考
察

し
よ
う
と
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
本
稿
の
冒
頭
で
提
起
し
た

三
つ
の
課
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
要
約
し
て
結
び
に
か
え
た
い
と
思
う
。

第
一
は
、
宮
座
の
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
宮
座
研
究
に
お

い
て
、
宮
座
の
概
念
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
宮
座
の
概
念
規
定
の
方

法
に
は
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
宮
座
を
外
面
、
す
な
わ
ち
、

ど
の
よ
う
な
家
や
個
人
が
宮
座
を
構
成
し
て
い
る
か
に
注
目
し
、
こ
れ
を
特

権
的
祭
祀
組
織
と
し
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
概
念
規
定
は
、
宮

座
を
通
し
て
村
落
の
階
層
構
造
や
支
配
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
有
利

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
定
の
人
々
が
構
成
す
る
宮
座
が
ど
の
よ
う

な
内
部
構
造
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し

も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
内
面
か
ら
、
す
な
わ
ち
宮
座
の
内
部
的

な
構
造
に
立
ち
入
っ
て
宮
座
を
概
念
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
宮
座
を
内
面

か
ら
は
じ
め
て
概
念
規
定
を
試
み
た
肥
後
和
男〔
一
九
四
〇
〕は
、宮
座
を「
神

事
組
合
」
規
定
し
た
。
本
稿
で
は
、肥
後
和
男
の
考
え
方
を
継
承
し
な
が
ら
、

宮
座
は
家
を
基
本
的
単
位
と
す
る
祭
祀
組
織
で
あ
る
こ
と
、「
株
座
」
も
含
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文
化
庁
（
一
九
七
二
）『
日
本
民
俗
地
図
』 

三
（
玉
浦
護
）

古
野
清
人
（
一
九
四
〇
）「
筑
前
宗
像
の
宮
座
資
料
」『
民
族
学
年
報
』
二
：
一
二
〇
〜
一
四
一

藤
井
昭
（
一
九
七
二
）「
杭
庄
と
宮
座
」『
広
島
県
文
化
財
ニ
ュ
ー
ス
』
二
頁
〜
四
頁

藤
井
昭
（
一
九
八
〇
）「
備
後
久
井
稲
生
神
社
の
宮
座
の『
名
』に
つ
い
て
」『
日
本
民
俗
学
』一
二
七
：

一
七
―
三
二

藤
井
昭
（
一
九
九
五
）「
秋
祭
り
の
変
遷
」『
芸
備
地
方
の
ま
つ
り
』、
一
七
一
頁
〜
一
七
四
頁

福
田
ア
ジ
オ
（
一
九
九
五
）「
宮
座
の
意
義
と
村
落
類
型
論
」『
歴
史
手
帖
』
一
七
（
一
一
）：
一
二

〜
一
五

福
田
ア
ジ
オ
（
二
〇
〇
〇
）「
宮
座
」『
民
俗
大
辞
典
』

萩
原
龍
夫
（
一
九
七
二
）「
宮
座
」『
日
本
民
俗
事
典
』
六
九
四
頁
〜
六
九
五
頁

記
録
映
画
社
（
二
〇
〇
〇
）『
国
東
の
神
ま
つ
り
』（
民
俗
文
化
財
映
像
資
料
）

広
島
県
神
社
誌
編
纂
委
員
会
（
一
九
九
四
）『
広
島
県
神
社
誌
』
広
島
県
神
社
庁

久
井
稲
生
神
社
（
一
九
六
八
）『
宮
座
「
御
神
酒
献
備
之
古
式
」（
詳
解
）』
久
井
町
文
化
財
協
会

久
井
町
誌
編
纂
委
員
会
（
一
九
九
七
）「
久
井
稲
生
神
社
の
祭
礼
」『
久
井
町
史
』、
二
二
五
頁
〜

二
四
九
頁

御
調
郡
教
育
会
（
一
九
二
五
）「
稲
生
神
社
」『
御
調
郡
誌
』
四
二
九
頁
〜
四
三
二
頁

中
山
太
郎
（
一
九
二
四
）「
宮
座
の
研
究
」『
社
会
学
雑
誌
』
六

桜
映
画
社
（
二
〇
〇
五
）『
久
井
稲
生
神
社
の
御
当
行
事
』（
民
俗
文
化
財
映
像
資
料
）

高
橋
統
一
（
一
九
七
八
）『
宮
座
の
構
造
と
変
化
』

上
野
和
男
（
一
九
八
〇
）「
御
上
神
社
秋
祭
の
構
造
と
親
族
組
織
」『
近
江
村
落
社
会
の
研
究
』
五
：

三
七
〜
五
一

上
野
和
男　
（
一
九
八
一
）「
御
上
神
社
秋
祭
に
お
け
る
頭
屋
の
役
割
―
昭
和
五
四
年
東
座
頭
屋
の『
神

事
記
録
帳
』
か
ら
―
」『
近
江
村
落
社
会
の
研
究
』
六
：
四
六
〜
六
三

上
野
和
男
（
一
九
八
七
）「
近
江
湖
東
に
お
け
る
宮
座
の
組
織
と
儀
礼
―
滋
賀
県
愛
知
郡
愛
東
町
青

山
の
事
例
―
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
五
：
三
〇
一
〜
三
五
三

参
考
文
献

め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
宮
座
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
概
念
規
定
し
た
。
宮
座
は
「
一

定
の
地
域
社
会
に
お
い
て
当
屋
制
を
原
理
と
す
る
神
社
祭
祀
組
織
」
で
あ
る
。
宮
座

の
内
部
構
造
に
注
目
す
れ
ば
、
宮
座
は
株
座
の
形
態
を
と
る
に
せ
よ
、
ま
た
村
座
の

形
態
を
と
る
に
せ
よ
、
宮
座
は
構
成
単
位
と
し
て
の
強
固
な
家
の
独
自
性
を
基
礎
と

し
な
が
ら
、
対
内
的
な
家
相
互
の
平
等
性
・
対
等
性
と
、
対
外
的
な
封
鎖
性
排
他
性

（
と
き
に
は
秘
儀
性
）
を
特
徴
と
す
る
祭
祀
組
織
で
あ
る
と
規
定
で
き
よ
う
。

第
二
は
、
宮
座
の
地
域
的
多
様
性
の
問
題
で
あ
る
。
広
島
県
の
宮
座
や
国
東
半
島

の
宮
座
を
調
査
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
地
域
の
宮
座
が
か
ね
て
か
ら
調
査
を
進
め

て
き
た
近
畿
地
方
の
宮
座
と
構
造
的
に
か
な
り
違
う
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
始
め

た
。
こ
れ
が
本
稿
に
お
い
て
宮
座
の
多
様
性
を
考
察
す
る
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
宮

座
の
地
域
的
類
型
と
し
て
、本
稿
で
は
「
家
当
屋
制
」
と
「
組
当
屋
制
」
を
提
示
し
て
、

具
体
的
に
そ
の
差
異
を
明
示
し
た
。家
当
屋
制
と
は
、宮
座
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
家
々

の
当
屋
順
序
を
直
接
指
定
す
る
よ
う
な
原
理
に
も
と
づ
く
当
屋
制
で
あ
り
、
近
畿
地

方
の
当
屋
制
は
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
組
当
屋
制
と
は
当
屋
順
序
が
そ

れ
ぞ
れ
の
宮
座
メ
ン
バ
ー
の
順
序
と
し
て
直
接
指
定
し
な
い
で
、
地
域
、
組
な
ど
の

順
序
に
従
っ
て
当
屋
の
順
序
が
間
接
的
に
規
定
し
て
い
る
当
屋
制
で
あ
り
、
兵
庫
県

播
磨
地
方
以
西
の
中
国
地
方
の
宮
座
、
北
部
九
州
国
東
半
島
の
宮
座
が
こ
れ
に
あ
た

る
。第

三
は
、
宮
座
の
現
代
的
変
化
の
問
題
で
あ
る
。
現
代
の
宮
座
は
社
会
の
激
し
い

変
化
の
な
か
で
、さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
経
験
し
て
き
た
。
中
世
に
生
ま
れ
た
宮
座
は
、

近
世
、
近
代
、
そ
し
て
戦
後
社
会
と
、
常
に
変
貌
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
中
国
地
方
や
国
東
半
島
の
宮
座
を
通
し
て
明
ら
か
な
こ
と
は
次
の

諸
点
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
と
く
に
人
権
思
想
・
平
等
思
想
の
普
及
に
よ
る
株
座
か

ら
村
座
へ
の
変
化
で
あ
る
。
国
東
半
島
の
宮
座
で
は
明
治
末
期
か
ら
こ
の
変
化
が
見

ら
れ
た
。
ひ
と
つ
は
祭
礼
費
用
負
担
方
法
の
変
化
で
あ
る
。
特
定
の
当
屋
が
負
担
す

る
「
当
屋
負
担
型
」
か
ら
、
全
戸
で
平
等
に
負
担
す
る
「
宮
座
負
担
型
」
へ
の
変
化

で
あ
る
。
当
屋
そ
の
も
の
の
設
定
に
も
最
近
は
否
定
的
な
地
域
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
宮
座
は
過
疎
化
、
耕
地
整
理
、
非
農
業
化
、
人
口
減
少
、

人
権
意
識
の
普
及
な
ど
に
よ
っ
て
激
し
い
変
化
を
経
験
し
て
い
る
。
宮
座
へ
の
関
心

が
希
薄
と
な
り
、
ま
た
参
加
が
著
し
く
減
少
す
る
な
ど
、
宮
座
組
織
の
空
洞
化
と
儀

礼
の
簡
素
化
は
急
激
に
進
行
し
て
い
る
。
最
近
消
滅
し
た
宮
座
も
数
多
く
、
危
機
的

局
面
を
迎
え
て
い
る
宮
座
も
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
現
代
の
宮
座
研
究
は
今
後
と

も
こ
の
宮
座
の
現
実
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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［宮座研究の歴史と現在］……上野和男

上
野
和
男
（
一
九
九
一
）「
近
江
中
山
の
芋
く
ら
べ
祭
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

三
二
：
一
四
一
―
二
四
九
（
岩
本
通
弥
・
橋
本
裕
之
と
共
著
）

上
野
和
男
（
一
九
九
二
）「
荒
蒔
の
神
社
祭
祀
と
社
会
構
造
―
宮
座
・
家
族
・
村
落
組
織
を
中
心
と

し
て
―
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
三
：
二
四
五
〜
三
一
〇

上
野
和
男
（
二
〇
〇
四
）「
奈
良
県
東
北
部
村
落
に
お
け
る
宮
座
の
組
織
と
儀
礼
―
室
生
村
多
田
・

染
田
を
中
心
に
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
一
二
：
三
一
五
〜
三
三
〇

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
〇
九
年
一〇
月
二
日
受
付
、
二
〇
一〇
年
五
月
二
五
日
審
査
終
了
）
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This article studies miya-za, which is spread widely as an organization for religious services in Shinto shrines 

mainly in the western part of Japan. It deals particularly with miya-za in the Chugoku area and northern part of 

Kyushu, and analyzes them by comparison with miya-za in the Kinki area, aiming to clarify the structure of miya-

za and its regional variations and also examine the modern changes of miya-za.

The first discussion in this article focuses on the concept of miya-za. The study discusses the internal structure 

of miya-za to define its concept. Miya-za is defined as an “organization for religious services in Shinto shrines 

on the principle of the to-ya system in certain local communities.” Paying attention to the internal structure of 

miya-za, whether it takes the form of kabu-za or mura-za, miya-za may be defined as an organization for religious 

services with the characteristics of internal equality among houses and external closure and exclusiveness 

（sometimes secrecy）.

The second discussion focuses on the problem of the regional varieties of miya-za. This article presents the 

“ie to-ya system” and “kumi to-ya system” as regional types of miya-za. The ie to-ya system is a to-ya system on 

the principle of direct assignment of member houses of miya-za for the turn of to-ya. This to-ya system is seen in 

the Kinki area. On the other hand, the kumi to-ya system does not assign directly each member of miya-za for the 

turn of to-ya, but determines indirectly the turn of to-ya according to the order of region, kumi （group）, etc. This 

system is seen in the Chugoku area from the Harima area in Hyogo to the west, and in the Kunisaki Peninsula in 

northern Kyushu.

The third discussion focuses on the modern change of miya-za. The following points are clarified through 

miya-za in the Chugoku area and the Kunisaki Peninsula. One is the change from kabu-za to mura-za particularly 

by the spread of the ideas of human rights and equality. The other is the change of the method of bearing the cost 

of festivals. It was changed from the “to-ya burden type”（a particular to-ya bears the cost） to the “miya-za burden 

type”（all houses bear the cost equally）. The modern miya-za studies must continue to examine the severe reality 

of miya-za.

Key words: Organization for religious service in Shinto shrines, Miya-za, To-ya system, Ie to-ya system, Kumi to-ya 

system
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